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は
じ
め
に

　
本
稿
は
︑
十
九
世
紀
前
半
の
大
名
家
の
身
分
構
造
を
比
較
研
究
す
る
一
環
と

し
て
︑
譜
代
大
名
の
彦
根
井
伊
家
を
取
り
上
げ
る
︒
大
名
家
臣
団
は
所
属
の
組

や
給
禄
の
多
寡
な
ど
に
よ
っ
て
様
々
な
階
層
に
分
け
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
序
列

は
藩
政
機
構
に
お
け
る
役
職
の
任
命
や
出
陣
す
る
時
の
軍
団
編
成
に
深
く
関
わ

る
も
の
で
あ
っ
た
︒
大
名
家
の
身
分
構
造
の
解
明
は
︑
近
世
社
会
の
支
配
階
級

で
あ
る
武
士
の
実
態
を
探
る
の
み
な
ら
ず
︑
当
時
の
政
治
体
制
を
理
解
す
る
基

盤
と
な
る
︒
ま
た
︑
武
士
身
分
内
部
の
格
差
は
対
立
を
も
た
ら
し
︑
こ
れ
が
明

治
維
新
や
そ
れ
に
伴
う
武
士
身
分
の
解
体
の
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き

て
お
り（

1
）

︑
本
研
究
は
こ
う
し
た
近
世
か
ら
近
代
へ
の
社
会
的
変
革
を
考
え
る
手

が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
︒

　
大
名
家
臣
団
に
つ
い
て
は
︑
近
世
初
期
︑
藩
政
機
構
が
形
成
・
確
立
さ
れ
る

過
程
に
関
す
る
藩
政
史
研
究
に
お
い
て
多
く
の
蓄
積
が
あ
る（

2
）

︒
し
か
し
︑
そ
れ

ら
の
多
く
は
大
名
家
の
成
立
期
に
限
定
さ
れ
て
お
り
︑
取
り
上
げ
る
事
例
に
旧

族
大
名
・
織
豊
取
立
大
名
が
多
く
︑
家
臣
団
に
お
け
る
特
定
の
階
層
に
の
み
注

目
す
る
こ
と
が
多
い
な
ど
と
い
う
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

3
）

︒
右
の
よ
う
な
研

究
状
況
に
対
し
て
︑
磯
田
道
史
は
武
士
身
分
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
︑

大
名
家
の
地
域
的
・
階
層
的
な
比
較
分
析
を
行
う
必
要
を
提
起
し
て
い
る（

4
）

︒
筆

者
は
︑
そ
の
問
題
提
起
を
念
頭
に
︑
江
戸
城
内
の
大
廊
下
・
溜
間
・
大
広
間
に

席
を
与
え
ら
れ
た
大
大
名
に
つ
い
て
比
較
分
析
す
る
研
究
計
画
を
立
て
た
︒
分

析
の
時
期
と
し
て
は
︑
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
ペ
リ
ー
来
航
を
機
に
各
地

で
始
ま
っ
た
人
材
登
用
や
軍
制
改
革
の
以
前
に
限
定
し（

5
）

︑
対
象
の
大
名
家
は
︑

成
立
時
期
︑
領
地
の
拡
大
・
縮
小
︑
お
よ
び
地
方
知
行
の
存
続
状
況
な
ど
の
点

に
留
意
し
て
選
び
出
す
こ
と
と
す
る
︒
こ
れ
ま
で
旧
族
大
名
の
萩
毛
利
家
と
徳

十
九
世
紀
前
半
彦
根
井
伊
家
の
身
分
構
造

梁
　
媛
淋
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川
将
軍
家
の
分
家
で
あ
る
尾
張
徳
川
家
に
つ
い
て
分
析
し
て
き
た（

6
）

が
︑
本
稿
は

譜
代
の
大
大
名
の
一
例
と
し
て
彦
根
井
伊
家
を
分
析
す
る
︒

　
井
伊
家
は
徳
川
譜
代
大
名
の
中
の
名
家
で
あ
り
︑
江
戸
城
内
で
は
溜
間
に
席

が
与
え
ら
れ
︑
し
ば
し
ば
大
老
を
務
め
た
︒
初
代
井
伊
直
政
は
天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）
に
上
野
国
箕
輪
十
二
万
石
に
封
ぜ
ら
れ
︑
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）

の
関
个
原
の
戦
後
︑
佐
和
山
城
に
転
封
さ
れ
︑
上
野
国
三
万
石
︑
近
江
十
五
万

石
を
領
有
し
た
︒
慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）︑
直
政
の
長
男
直
継
が
上
野
国

三
万
石
を
領
有
し
て
別
家
と
し
︑
家
督
は
次
男
直
孝
が
継
承
し
た
︒
直
孝
は
慶

長
二
十
年
︑
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）︑
お
よ
び
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
に

五
万
石
ず
つ
加
増
さ
れ
︑
近
江
国
に
二
十
八
万
石
︑
下
野
国
・
武
蔵
野
国
に

二
万
石
︑
計
三
十
万
石
を
領
有
し
た
︒
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）︑
井
伊
直
弼

の
大
老
在
任
中
の
施
策
が
咎
め
ら
れ
︑
十
万
石
の
減
封
を
命
じ
ら
れ
た（

7
）

︒
譜
代

大
名
と
し
て
は
︑
格
別
に
大
き
い
領
地
が
与
え
ら
れ
た
う
え
に
︑
領
地
の
変
動

が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
︒

　
近
世
後
期
の
井
伊
家
家
臣
団
に
つ
い
て
︑『
新
修
彦
根
市
史
』
第
二
巻（

8
）

は
文

政
末
年
の
分
限
帳
に
基
づ
い
て
︑
家
臣
団
の
規
模
や
職
制
を
紹
介
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
在
国
の
知
行
取
家
臣
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
た
め
︑
定
府
の
知
行
取

家
臣
が
除
外
さ
れ
た
こ
と
︑
蔵
米
取
家
臣
に
つ
い
て
の
分
析
が
十
分
と
は
言
え

な
い
こ
と
な
ど
の
問
題
点
が
あ
る
︒
一
方
︑
近
世
後
期
︑
海
防
な
ど
に
伴
う
再

軍
備
に
つ
い
て
は
︑
岸
本
覚
と
母
利
美
和
の
研
究（

9
）

が
あ
る
︒
岸
本
覚
に
よ
れ
ば
︑

井
伊
家
は
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
相
州
警
衛
を
担
当
す
る
に
際
し
︑
小
手

分
備
と
い
う
新
た
な
軍
事
編
成
を
実
行
し
︑
西
洋
の
砲
術
を
取
り
入
れ
た
︒
母

利
美
和
は
︑
こ
う
し
た
改
革
が
行
わ
れ
る
以
前
︑
井
伊
家
が
寛
政
・
文
化
期

（
一
七
八
九
～
一
八
一
七
年
）
に
従
来
の
五
備
六
隊
を
基
本
と
し
な
が
ら
軍
事
組

織
の
再
編
成
を
試
み
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
︑

幕
末
期
の
井
伊
家
の
軍
団
編
成
は
か
な
り
解
明
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
軍
団

を
含
む
家
臣
団
全
体
の
構
造
は
い
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
︒

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
︑
本
稿
で
は
︑
文
政
十
一
～
十
三
年

（
一
八
二
八
～
一
八
三
〇
）
に
作
成
さ
れ
た
分
限
帳
を
主
な
素
材
と
し
て
︑
三
節

に
わ
け
て
井
伊
家
臣
団
の
身
分
構
造
を
解
明
し
た
い
︒
第
一
節
で
は
︑
分
限
帳

に
お
け
る
家
格
の
記
載
に
基
づ
き
︑
家
臣
の
基
本
的
な
所
属
階
層
を
提
示
す
る
︒

こ
の
際
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
階
層
に
お
け
る
家
臣
の
出
自
や
家
督
状
況
︑
御
目

見
や
騎
馬
の
資
格
・
相
続
の
異
同
に
着
目
す
る
︒
第
二
節
で
は
︑
分
限
帳
に
見

え
る
給
禄
の
記
載
に
基
づ
き
︑
家
臣
団
全
体
の
石
高
分
布
を
明
ら
か
に
す
る
︒

石
高
分
布
の
特
徴
に
つ
い
て
は
︑
彦
根
井
伊
家
で
実
施
さ
れ
た
給
禄
政
策
か
ら

解
明
す
る
︒
第
三
節
で
は
︑
文
政
末
年
に
お
け
る
家
臣
の
役
職
就
任
に
つ
い
て

検
討
す
る
︒「
役
附
帳
」・「
士
組
附
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
役
職
の
就
任
状
況
を

分
限
帳
の
記
載
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
家
格
・
給
禄
と
役
職
就

任
と
の
関
連
性
を
考
察
す
る
︒
こ
う
し
た
分
析
を
通
し
て
︑
彦
根
井
伊
家
の
事

例
か
ら
観
察
さ
れ
た
事
実
の
う
ち
︑
い
ず
れ
を
他
の
大
大
名
に
あ
て
は
め
る
こ

と
が
で
き
る
か
︑
末
尾
で
若
干
の
展
望
を
示
し
た
い
︒



十九世紀前半彦根井伊家の身分構造

129

　

一
　
井
伊
家
の
階
層
構
成

（
一
）
史
料
の
概
略

　
本
稿
で
扱
う
史
料
は
︑
彦
根
城
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
分
限
帳
で
あ
る
︒

「
分
限
帳
」（
調
査
番
号
八
六
一
）︑「
伊
賀
御
歩
行
七
十
人
御
歩
行
分
限
帳
」（
同

八
六
六
）︑
お
よ
び
「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」（
同
八
六
七
）
が
現
存
す
る
︒

こ
の
三
つ
の
史
料
は
︑
御
歩
行
以
上
の
家
臣
の
家
名
・
給
禄
・
年
齢
・
所
属
組

な
ど
を
記
し
て
い
る
︒
記
載
さ
れ
た
人
名
を
後
述
す
る
由
緒
帳
に
照
合
し
て
み

た
結
果
︑
こ
れ
ら
は
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
四
月
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
︑
張
り
紙
や
追
記
で
訂
正
を
加
え
て
い
る
の
は
︑
文
政
十
三
年

（
一
八
三
〇
）
十
二
月
中
旬
ま
で
の
家
臣
の
代
替
り
の
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
っ

た
と
推
定
で
き
る
︒
分
限
帳
の
記
載
に
基
づ
い
て
︑
ま
ず
家
臣
の
所
属
階
層
を

明
ら
か
に
し
︑
次
に
給
禄
の
記
載
を
も
と
に
統
計
分
析
を
行
い
︑
家
臣
の
石
高

分
布
を
明
ら
か
に
す
る
︒

　
一
方
︑
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
以
前
の
井
伊
家
家
臣
の
由
緒
・
任
職
の
昇

進
・
賞
罰
な
ど
の
履
歴
を
記
す
史
料
が
現
存
す
る
︒
井
伊
家
は
元
禄
四
年

（
一
六
九
一
）
か
ら
数
年
置
き
に
家
臣
に
由
緒
書
を
提
出
さ
せ
た
︒
家
臣
の
由

緒
書
は
御
目
付
役
に
よ
っ
て
整
理
・
保
管
さ
れ
て
い
た（

10
）

︒
彦
根
城
博
物
館
蔵

「
侍
中
由
緒
帳（

11
）

」（
調
査
番
号
六
二
八
～
六
九
三
︑
以
下
で
は
「
由
緒
帳
」
と
呼
ぶ
）

は
第
一
号
か
ら
第
七
十
号
ま
で
あ
る
が
︑
第
二
十
四
号
は
欠
本
で
あ
る
︒
表
紙

は
「
侍
中
由
緒
帳
」︑「
医
者
由
緒
帳
」︑「
彦
根
御
歩
行
由
緒
帳
」︑「
江
戸
御
歩

行
由
緒
帳
」︑「
伊
賀
歩
行
由
緒
帳
」︑「
七
十
人
組
歩
行
由
緒
帳
」
お
よ
び
「
能

役
者
由
緒
帳
」
の
七
種
類
が
あ
る
︒
他
に
表
紙
が
な
い
も
の
が
一
冊
（
内
容
は

江
戸
御
歩
行
の
記
録
）︑
内
容
が
重
複
し
た
も
の
が
二
冊
あ
る
︒

　
犯
罪
な
ど
に
よ
っ
て
絶
家
と
な
っ
た
家
臣
の
奉
公
履
歴
は
︑「
彦
根
江
戸
侍

中
跡
絶
帳
」（
調
査
番
号
六
九
三
～
七
〇
三
︑
以
下
「
跡
絶
帳（

12
）

」）
と
し
て
現
存
す

る
︒
全
八
冊
で
あ
る
が
︑
重
複
し
た
三
冊
を
含
め
て
十
一
冊
が
あ
る
︒
欠
落
し

た
部
分
も
あ
る
が
︑
分
限
帳
に
記
載
さ
れ
た
家
臣
の
う
ち
︑
九
割
以
上
は
「
由

緒
帳
」・「
跡
絶
帳
」
で
身
元
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
︑
階
層
分
析
を
補

完
す
る
た
め
に
使
用
す
る
︒

（
二
）
分
限
帳
の
階
層
記
載

　「
分
限
帳
」︑「
伊
賀
御
歩
行
七
十
人
御
歩
行
分
限
帳
」
お
よ
び
「
定
府
分
限

幷
子
共
年
付
帳
」
に
記
さ
れ
た
家
臣
は
︑
張
り
紙
で
抹
消
さ
れ
た
者
を
除
く
と（

13
）

︑

表
1
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
表
1
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
①
「
分
限
帳
」
に
は
知
行
取
以
下
御
歩

行
格
ま
で
︑
計
八
七
二
人
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
︑
給
禄
が
記
さ
れ
て

い
な
い
の
は
︑
隠
居
︑
若
殿
様
御
小
姓
当
分
御
雇
︑
御
中
小
姓
格
幷
並
・
筑
後

様
御
近
習
の
一
部
お
よ
び
御
歩
行
格
︑
計
九
十
八
人
で
あ
る
︒
隠
居
は
知
行
取

家
臣
で
隠
居
し
た
者
で
あ
る
︒
②
「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」
は
知
行
取
以

下
御
歩
行
以
上
の
家
臣
お
よ
び
家
臣
の
家
族
︑
計
一
八
三
人
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
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こ
の
う
ち
︑
給
禄
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
︑
御
小
姓
衆
の
一
部
︑
隠
居
︑
御

知
行
取
子
共
年
附
惣
領
之
分
年
附
︑
養
子
惣
領
之
分
年
附
︑
末
子
之
分
年
附
︑

弟
之
分
年
附
︑
お
よ
び
御
切
米
取
子
共
年
附
︑
計
四
十
九
人
で
あ
る
︒
③
「
伊

賀
御
歩
行
七
十
人
御
歩
行
分
限
帳
」
は
伊
賀
御
歩
行
二
十
人
︑
七
十
人
御
歩
行

二
組
で
六
十
四
人
︑
計

八
十
四
人
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
以
下
で
は
︑
地
位
の
高
い

順
に
基
づ
い
て
各
階
層
の
内

訳
を
見
て
み
よ
う
︒「
分
限

帳
」
と
「
定
府
分
限
幷
子
共

年
付
帳
」
の
冒
頭
に
は
︑
知

行
取
家
臣
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

在
国
は
四
八
七
人
︑
定
府
は

五
十
八
人
︑
計
五
四
五
人
で

あ
る
︒
た
だ
し
︑
当
時
︑
先

代
が
隠
居
・
病
死
の
た
め
に

抹
消
さ
れ
︑
息
子
が
ま
だ
家

督
を
相
続
し
て
い
な
い
者
は

三
人
い
た
が
︑
彼
ら
は
表
1

の
知
行
取
人
数
に
反
映
さ
れ

て
い
な
い
︒

　
知
行
取
家
臣
は
石
高
の
高
い
順
か
ら
記
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
給
禄
は
最
低

五
十
石
で
︑
最
高
一
万
石
で
あ
っ
た
︒
在
国
の
知
行
取
家
臣
の
中
で
︑
二
十
七

人
は
「
帰
参
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に

一
度
井
伊
家
か
ら
追
放
さ
れ
︑
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
再
出
仕
し
た
家
で

表 1　井伊家家臣の所属階層

階層記載 在国（人） 定府（人）
伊賀・七十人

歩行（人）

※知行取 487 58 0

荒地取郷士 4 0 0

御扶持方取衆 29 8 0

隠居 *80 *5 0

御小姓衆 22 4(*2) 0

若殿様御小姓当分御雇 *4 0 0

御中小姓衆 15 0 0

御中小姓格幷並 5 0 0

御扶持切米取医者衆 9 1 0

御騎馬徒衆 128 33 0

御切米跡御扶持方取衆 11 0 0

筑後様御近習 13(*10) 0 0

御歩行衆 61 32 0

御歩行格 *4 0 0

御知行取子共年附惣領之分年附 0 *15 0

養子惣領之分年附 0 *2 0

末子之分年附 0 *7 0

弟之分年附 0 *10 0

御切米取子共年附 0 *8 0

伊賀御歩行衆 0 0 20

七十人御歩行衆　脇伊織組 0 0 33

七十人御歩行衆　戸塚佐太夫組 0 0 31

総人数 872 183 84

註
（1）  在国家臣は「分限帳」、定府家臣は「定府分限幷子共年付帳」、伊賀御歩行・七十人御

歩行は「伊賀御歩行七十人御歩行分限帳」による。
（2）  ※印がついた者は、史料上、家格の記載がなく、知行の高い順で記されている家臣で

ある。
（3）  「御切米取子共年付」までの階層順は史料の順番に従うことを原則とする。ただし、

定府の「隠居」は「御歩行衆」の後、「御知行取子共年附惣領之分年附」の前に記さ
れているが、便宜上、分限帳と同じ順番で並べる。

（4）  * 印がついた者は石高が記されていない。a(*b) は a 人のうち b 人は石高記録がないこ
とを示す。ただし、在国隠居のうち一人は御扶持方取衆に、御中小姓格幷並のうち二
人は御中小姓衆に名前が二重に記されているが、こうした重複記載は表 1 に反映され
ていない。
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あ
る（

14
）

︒「
由
緒
帳
」
に
よ
れ
ば
︑
知
行
取
に
は
医
者
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
医
者

を
除
き
︑
す
べ
て
騎
馬
の
資
格
を
持
ち
︑
持
ち
馬
を
飼
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
た（

15
）

︒
な
お
︑
知
行
取
家
臣
の
役
方
・
番
方
の
編
成
は
別
の
史
料
に
記
さ

れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
第
三
節
に
お
い
て
述
べ
る
︒

　
次
の
荒
地
取
郷
士
は
四
人
お
り
︑
い
ず
れ
も
百
石
取
で
あ
る
︒『
彦
根
市
史
』

で
は
「
荒
地
の
開
墾
な
ど
に
従
事
し
た
士
分
の
者
」
と
し
︑
寛
永
十
一
年

（
一
六
三
四
）
に
郷
士
を
取
り
立
て
た
例
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る（

16
）

︒
し
か
し
︑

「
分
限
帳
」
に
記
さ
れ
た
四
人
は
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
か
ら
文
政
十
年

（
一
八
二
七
）
ま
で
の
間
に
拝
知
し
た
の
で
︑
郷
士
は
一
代
限
り
の
も
の
と
思

わ
れ
る
︒
彼
ら
は
役
職
に
つ
い
て
お
ら
ず
︑
由
緒
帳
に
も
名
前
が
見
当
ら
な
い

た
め
︑
実
態
が
不
明
で
あ
る
︒

　
御
扶
持
方
取
衆
は
︑
在
国
二
十
九
人
︑
定
府
八
人
︑
計
三
十
七
人
い
た
︒
彼

ら
は
先
代
が
夭
死
し
た
こ
と
や
幼
年
家
督
に
よ
っ
て
知
行
を
取
り
上
げ
ら
れ
︑

扶
持
取
に
さ
れ
た
︒「
分
限
帳
」
に
は
当
時
の
給
禄
と
共
に
本
知
（
親
の
給
禄
）

が
注
記
さ
れ
て
い
る
︒「
由
緒
帳
」
で
追
っ
て
い
く
と
︑
彼
ら
は
後
年
に
新
知

を
与
え
ら
れ
た
が
︑
本
知
よ
り
十
～
二
十
石
の
減
知
と
な
っ
た
︒

　
御
小
姓
衆
は
︑
在
国
二
十
二
人
︑
定
府
四
人
︑
計
二
十
六
人
い
た
︒
御
小
姓

は
通
常
︑
二
五
〇
石
以
上
の
家
臣（

17
）

の
嫡
子
が
務
め
︑
家
督
を
相
続
す
る
と
と
も

に
「
御
近
習
御
免
」
を
命
じ
ら
れ
た
が
︑
千
石
以
上
家
臣
の
次
三
男
が
「
一
代

切
」
で
召
し
出
さ
れ
た
例
も
あ
る（

18
）

︒
次
の
若
殿
様
御
小
姓
当
分
御
雇
は
在
国
の

四
人
の
み
で
︑
五
百
石
以
下
の
家
臣
の
次
三
男
が
勤
め
て
い
た
が
︑
彼
ら
は
一

代
切
と
は
記
さ
れ
ず
︑
給
禄
も
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
次
に
御
中
小
姓
衆
十
五
人
︑
同
格
・
並
の
者
五
人
︑
計
二
十
人
が
記
さ
れ
て

い
る
︒
御
中
小
姓
は
『
彦
根
市
史
』
で
は
三
百
石
以
上
家
臣
の
嗣
子
が
勤
め
た

と
さ
れ
て
い
る（

19
）

︒
し
か
し
︑「
由
緒
帳
」
で
調
べ
た
結
果
︑
当
時
御
中
小
姓
衆

に
列
し
た
者
は
ほ
と
ん
ど
当
主
で
あ
る
︒
父
祖
の
代
か
ら
御
中
小
姓
に
列
し
た

者
が
多
い
が
︑
絶
家
と
な
っ
た
知
行
取
の
家
を
復
興
し
て
降
格
と
な
っ
た
者
が

一
人
︑
御
歩
行
か
ら
昇
格
し
た
者
が
二
人
︑
お
よ
び
知
行
取
家
臣
の
嫡
子
一
人

が
い
た（

20
）

︒
ま
た
︑
こ
の
中
で
︑
御
祐
筆
役
・
御
鷹
役
・
御
医
者
・
御
馬
医
な
ど

を
勤
め
る
者
が
い
た
︒
以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
︑
御
中
小
姓
は
御
小
姓
衆
の

よ
う
に
近
習
の
役
回
り
を
担
当
す
る
者
で
は
な
く
︑
知
行
取
と
御
騎
馬
徒
の
中

間
的
な
地
位
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
御
扶
持
切
米
取
医
者
衆
は
︑
在
国
九
人
︑
定
府
一
人
︑
計
十
人
い
た
︒
そ
の

う
ち
︑
知
行
取
で
減
知
さ
れ
た
者
が
一
人
︑
知
行
取
医
者
の
嫡
子
二
人
も
こ
れ

に
含
ま
れ
て
い
る
︒

　
次
は
御
騎
馬
徒
衆
で
あ
る
︒
在
国
一
二
八
人
︑
定
府
三
十
三
人
︑
計
一
六
一

人
い
た
︒「
由
緒
帳
」
に
よ
れ
ば
︑
御
騎
馬
徒
は
御
歩
行
と
同
様
︑
井
伊
家
当

主
の
京
都
上
使
・
日
光
山
代
参
・
参
勤
交
代
な
ど
に
御
供
す
る
の
が
主
な
役
目

で
あ
っ
た
︒
従
来
︑
御
騎
馬
徒
は
知
行
取
家
臣
の
子
息
が
家
督
相
続
前
に
務
め

る
も
の
と
さ
れ
て
き
た（

21
）

︒
し
か
し
︑「
由
緒
帳
」
に
よ
れ
ば
︑
御
騎
馬
徒
衆
の

身
元
は
︑
①
御
騎
馬
徒
の
家
を
家
督
相
続
し
た
者
︑
お
よ
び
②
二
五
〇
石
以
下

知
行
取
家
臣
・
御
中
小
姓
・
御
騎
馬
徒
の
子
息
で
家
督
前
に
登
用
さ
れ
た
者
に
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区
別
で
き
る
︒
身
元
の
確
認
が
で
き
な
い
十
人
を
除
き
︑
①
は
「
分
限
帳
」
に

六
十
八
人
︑「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」
に
八
人
︑
計
七
十
六
人
︑
②
は

「
分
限
帳
」
に
五
十
四
人
︑「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」
に
二
十
一
人
︑
計

七
十
五
人
い
た（

22
）

︒
こ
の
よ
う
に
︑
御
騎
馬
徒
衆
の
中
で
︑
当
主
と
子
息
召
出
の

比
率
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
︒

　
御
切
米
跡
御
扶
持
方
取
衆
は
︑
御
中
小
姓
や
御
騎
馬
徒
の
格
式
を
持
つ
者
が

何
か
の
原
因
に
よ
っ
て
減
知
さ
れ
た
者
で
︑
計
十
一
人
い
た
︒「
分
限
帳
」
に

は
︑「
御
中
小
姓
跡
」「
御
騎
馬
徒
跡
」
と
と
も
に
「
本
拾
人
扶
持
」
の
よ
う
に

父
の
給
禄
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
筑
後
様
御
近
習
の
項
に
は
十
三
人
が
記
さ
れ
て
い
る
︒「
筑
後
様
」
は
井
伊

家
十
一
代
目
当
主
直
中
の
六
男
中
顕
で
あ
る（

23
）

︒
冒
頭
の
三
人
は
知
行
取
家
臣
の

次
三
男
で
分
家
を
取
り
立
て
ら
れ
た
者
で
あ
り
︑
後
年
に
御
騎
馬
徒
衆
に
列
し

た（
24
）

︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
次
に
記
さ
れ
た
給
禄
不
明
の
十
人
は
筑
後
様
御
近
習
で

は
な
い
︒「
由
緒
帳
」
で
確
認
で
き
た
の
は
九
人
で
あ
る
が
︑
彼
ら
は
五
百
石

以
下
の
家
臣
の
次
三
男
で
あ
り
︑
鉄
三
郎
な
ど
井
伊
家
の
庶
子
附
の
伽
頭
に
雇

わ
れ
て
い
た
︒

　
御
歩
行
衆
は
在
国
六
十
一
人
︑
定
府
三
十
二
人
︑
計
九
十
三
人
い
た
︒
在
国

御
歩
行
の
う
ち
十
二
人
︑
定
府
御
歩
行
の
う
ち
五
人
は
御
騎
馬
徒
や
御
歩
行
の

息
子
か
ら
召
し
出
さ
れ
た
︒
御
歩
行
は
︑「
由
緒
帳
」
に
お
い
て
代
替
り
の
時

に
父
の
「
跡
式
」
を
継
い
だ
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
ず
︑
代
々
新
規
召
出
の
形

式
を
と
り
︑
所
属
組
の
規
定
さ
れ
た
給
禄
を
与
え
ら
れ
た
︒
事
実
上
︑
特
定
の

家
が
世
襲
で
御
歩
行
を
務
め
た
が
︑
彼
ら
は
給
禄
の
継
承
が
許
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
点
に
お
い
て
︑
御
騎
馬
徒
以
上
と
決
定
的
な
違
い
が
あ
っ
た
︒
こ
の
点

は
伊
賀
御
歩
行
・
七
十
人
御
歩
行
に
も
共
通
す
る
︒

　
伊
賀
御
歩
行
衆
は
二
十
人
い
た
︒
そ
の
先
祖
は
伊
州
阿
拝
郡
の
郷
士
で
あ
り
︑

「
忍
術
・
火
術
熟
得
」
し
て
い
た
︒
彼
ら
は
御
家
老
筆
頭
の
木
俣
家
に
よ
っ
て

代
々
支
配
さ
れ
て
お
り
︑
元
来
足
軽
以
下
の
身
分
で
あ
っ
た
が
︑
安
永
二
年

（
一
七
七
三
）
に
伊
賀
御
歩
行
に
取
り
立
て
ら
れ
た（

25
）

︒

　
七
十
人
御
歩
行
衆
は
二
組
あ
り
︑
旗
奉
行
の
脇
伊
織
と
戸
塚
佐
太
夫
が
そ
れ

ぞ
れ
支
配
し
て
い
た
︒
彼
ら
は
元
来
︑
旗
奉
行
配
下
の
「
七
十
人
衆
」
で
あ
っ

た
が
︑
安
永
二
年
に
御
歩
行
に
取
り
立
て
ら
れ
た
︒
組
員
は
ほ
と
ん
ど
当
主
で

あ
る
が
︑
例
外
と
し
て
︑
御
騎
馬
徒
伴
只
七
の
息
子
材
太
郎
が
召
し
出
さ
れ
た

例
も
あ
る
︒
只
七
が
儒
者
に
登
用
さ
れ
︑
一
代
限
で
御
騎
馬
徒
衆
に
昇
格
し
た

た
め
︑
そ
の
代
わ
り
と
し
て
材
太
郎
が
七
十
人
御
歩
行
に
登
用
さ
れ
た
の
で
あ
る（

26
）︒

　
以
上
︑
三
つ
の
分
限
帳
に
記
載
さ
れ
た
階
層
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
︒「
由

緒
帳
」
の
表
紙
に
よ
れ
ば
︑
医
者
を
除
き
︑
知
行
取
以
下
御
騎
馬
徒
以
上
の
階

層
は
「
侍
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
︑
三
御
歩
行
と
区
別
さ
れ
た
︒
侍
と
三
御
歩
行

は
︑
前
述
の
よ
う
に
相
続
に
お
け
る
違
い
が
あ
る
が
︑
儀
礼
の
面
に
お
い
て
も

次
の
よ
う
な
相
違
点
が
見
ら
れ
る（

27
）

︒
侍
は
御
座
の
間
で
役
職
を
拝
命
し
︑
式
日

に
登
城
し
て
井
伊
家
当
主
に
御
目
見
す
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
︒
元
日
に
は
当

主
︑
正
月
二
日
に
は
嫡
子
が
階
層
に
よ
っ
て
一
人
・
二
人
あ
る
い
は
三
人
ず
つ

で
御
目
見
し
た
︒
そ
れ
に
対
し
︑
三
御
歩
行
は
御
座
の
間
で
拝
命
す
る
こ
と
が
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許
さ
れ
ず
︑
式
日
に
は
全
員
で
並
ん
で
御
目
見
し
た
︒

　
井
伊
家
は
︑
前
述
し
た
よ
う
に
侍
の
夭
死
・
幼
年
家
督
に
対
し
て
減
知
を
命

じ
︑
奉
公
能
力
の
評
価
に
厳
し
い
面
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
養
子
相
続
を
許
可
す

る
面
に
お
い
て
は
寛
大
で
あ
っ
た
︒「
由
緒
帳
」
で
確
認
で
き
た
者
の
中
で
︑

少
な
く
と
も
三
九
一
人
は
養
子
で
あ
り
︑
そ
の
う
ち
病
中
封
養
子
（
末
期
養
子
）

は
六
十
六
人
に
上
っ
た
︒
養
子
相
続
は
以
上
の
階
層
ご
と
に
︑
同
格
の
家
と
縁

組
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た（

28
）

が
︑
例
外
と
し
て
︑
定
府
家
臣
は
他
の
大
名

家
の
家
中
か
ら
︑
伊
賀
御
歩
行
は
「
藤
堂
和
泉
守
様
御
家
中
」
や
「
藤
堂
和
泉

守
様
御
領
分
伊
州
阿
拝
郡
上
軽
村
郷
士（

29
）」

か
ら
養
子
を
迎
え
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

　
な
お
︑
三
御
歩
行
は
井
伊
家
家
臣
団
の
最
下
層
で
は
な
い
︒
そ
の
下
に
は
︑

足
軽
・
中
間
な
ど
の
軽
輩
が
い
た
が
︑
彼
ら
は
分
限
帳
・「
由
緒
帳
」
に
記
さ

れ
て
い
な
い
の
で
︑
本
稿
の
分
析
か
ら
外
す
こ
と
に
し
た（

30
）

︒

　

二
　
家
臣
の
石
高
分
布

（
一
）
分
限
帳
の
給
禄
記
載

　
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
の
家
臣
団
の
中
で
︑
給
禄
が
判
明
す
る
家
臣
の

人
数
は
︑「
分
限
帳
」
に
七
七
四
人
︑「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」
に
一
三
三

人（
31
）

︑「
伊
賀
歩
行
・
七
十
人
歩
行
分
限
帳
」
に
八
十
四
人
で
︑
計
九
九
一
人
が

記
さ
れ
て
い
る
︒
俸
禄
の
支
給
形
態
に
は
︑
①
知
行
を
表
わ
す
「
石
」︑
②
切

米
と
し
て
の
「
俵
」
と
扶
持
米
を
合
わ
せ
て
支
給
す
る
形
式
︑
お
よ
び
③
給
金

と
し
て
の
「
五
両
二
分
」
と
扶
持
米
を
合
わ
せ
て
支
給
す
る
形
式
の
三
種
類
が

あ
る
︒
た
だ
し
︑
③
は
「
由
緒
帳
」
に
よ
れ
ば
︑
い
ず
れ
②
に
切
り
替
え
る
こ

と
に
な
る
の
で
︑
蔵
米
取
家
臣
と
見
な
し
て
も
よ
か
ろ
う
︒
給
禄
の
支
給
方
式

で
分
類
す
る
と
︑
知
行
取
家
臣
が
五
四
九
人
︑
蔵
米
取
家
臣
が
四
四
二
人
で
あ

る
︒
蔵
米
取
家
臣
は
︑
給
禄
を
知
行
の
「
石
」
に
換
算
し（

32
）

︑
知
行
取
家
臣
と
一

緒
に
検
討
す
る
︒
給
金
を
与
え
ら
れ
た
者
は
︑
当
時
の
米
価
に
基
づ
い
て
換
算

し
た（

33
）

︒

　
な
お
︑
一
部
の
家
臣
に
は
「
御
役
料
米
」（
俵
）
や
「
御
役
料
金
」（
両
）
に

関
す
る
記
載
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
小
知
の
家
臣
に
対
す
る
手
当
︑
お
よ
び
勤

功
へ
の
御
褒
美
と
い
う
形
で
与
え
ら
れ
て
い
た（

34
）

︒
し
か
し
︑
グ
ラ
フ
に
す
る
と
︑

役
料
を
入
れ
て
も
入
れ
な
く
て
も
分
析
結
果
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
の
で
︑
役
料
に
関
す
る
検
討
は
省
略
す
る
︒

　
ま
ず
︑
一
〇
〇
石
を
単
位
に
知
行
取
家
臣
・
蔵
米
取
家
臣
を
組
み
分
け
す
る

と
︑
表
2
の
通
り
で
あ
る
︒
表
2
に
基
づ
い
て
家
臣
の
石
高
分
布
を
グ
ラ
フ
に

す
る
と
図
1
に
な
る
︒

　
家
臣
団
全
体
の
給
禄
分
布
は
︑
小
禄
の
者
が
多
く
︑
高
禄
に
な
る
に
つ
れ
人

数
が
少
な
く
な
る
傾
向
に
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
百
石
未
満
が
五
二
〇
人
（
約

五
十
三
％
）︑
百
石
以
上
二
百
石
未
満
が
二
九
三
人
（
約
三
十
％
）
で
最
も
多
く
︑

家
臣
団
の
八
割
以
上
を
占
め
て
い
る
︒
な
お
︑
千
石
以
上
の
階
層
は
二
十
四
人

（
二
％
）
で
あ
り
︑
二
百
石
以
上
千
石
未
満
の
ど
の
階
層
よ
り
も
多
い
よ
う
に

見
え
る
が
︑
そ
れ
は
千
石
以
上
一
万
石
以
下
の
者
の
合
計
で
あ
る
こ
と
に
は
注
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意
す
べ
き
で
あ
る
︒

　
一
方
︑
給
禄
の
支
給
の
仕
方
に
よ
っ
て
家
臣
の
分
布
傾
向
を
検
討
し
た
結
果
︑

知
行
取
の
多
く
は
百
石
以
上
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
蔵
米
取
は
ほ
と
ん
ど
百
石

未
満
で
あ
っ
た
︒
知
行
取
の
う
ち
︑
百
石
台
が
二
六
九
人
（
知
行
取
家
臣
の
約

四
十
九
％
）
で
最
も
多
く
︑
百
石
未
満
が
一
〇
三
人
（
同
約
十
九
％
）︑
二
百
石

台
が
七
十
七
人
（
同
十
四
％
）
で
こ
れ
に
次
ぐ
︒

　
次
に
︑
家
臣
団
全
体
の
八
割
以
上
を
占
め
た
二
百
石
未
満
の
階
層
に
つ
い
て

検
討
す
る
︒
二
百
石
未
満
の
知
行
取
・
蔵
米
取
を
二
十
石
ご
と
に
組
分
け
す
る

と
︑
表
3
の
通
り
で
あ
る
︒
こ
れ
に
基
づ
い
て
グ
ラ
フ
に
す
る
と
図
2
に
な
る
︒

　
二
百
石
未
満
の
知
行
取
は
全
て
五
十
石
以
上
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
一
二
〇

～
一
三
九
石
が
一
〇
一
人
（
二
百
石
未
満
知
行
取
の
二
十
七
％
）
で
最
も
多
く
︑

百
～
一
一
九
石
が
七
十
七
人
（
同
約
二
十
一
％
）︑
一
四
〇
～
一
五
九
石
が

表 2　文政十三年井伊家家臣の石高分布

石高（石）
知行取人数

（人）
蔵米取人数

（人）
合計（人）

100 未満 103 418 521

100 ～ 199 269 24 293

200 ～ 299 77 0 77

300 ～ 399 44 0 44

400 ～ 499 14 0 14

500 ～ 599 4 0 4

600 ～ 699 6 0 6

700 ～ 799 3 0 3

800 ～ 899 3 0 3

900 ～ 999 2 0 2

1,000 以上 24 0 24

総人数 549 442 991

註
彦根城博物館蔵「分限帳」「定府分限幷子共年付帳」「伊賀御歩行七十人
御歩行分限帳」による。俵・扶持・両は知行の「石」に換算した。

600
（人）

500

400

300

200

100

0

10
0未
満

10
0～
19
9

20
0～
29
9

30
0～
39
9

40
0～
49
9

50
0～
59
9

60
0～
69
9

70
0～
79
9

80
0～
89
9

90
0～
99
9

10
00
以
上（石）

知行取人数

蔵米取人数

合計

図 1　井伊家家臣の石高分布
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七
十
四
人
（
同
約
二
十
％
）
で
こ
れ
に
次
ぐ
︒
一
方
︑
蔵
米
取
は
全
て
一
四
〇

石
未
満
の
階
層
に
分
布
し
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑
二
十
～
三
十
九
石
が
二
〇
六

人
（
蔵
米
取
の
約
四
十
七
％
）
で
最
も
多
く
︑
四
十
～
五
十
九
石
が
一
七
五
人

（
同
約
四
十
％
）
で
こ
れ
に
次
ぐ
︒

　
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
知
行
取
・
蔵
米
取
の
石
高
分
布
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
知
行
取
は
百
石
台
が
百
石
未
満
よ
り
多
く
︑
特
に

一
二
〇
石
に
人
数
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
︒
一
方
︑
蔵
米
取
は

百
石
未
満
に
集
中
し
て
お
り
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
二
十
石
以
上
六
十
石
未
満
で

あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
分
布
傾
向
が
形
成
さ
れ
た
原
因
に
つ
い
て
は
︑
次
の
項
で

述
べ
る
︒

（
二
）
井
伊
家
の
給
禄
制

1
　「
定
禄
」
制
と
知
行
取
家
臣

　
十
八
世
紀
後
半
︑
井
伊
家
は
知
行
取
家
臣
を
対
象
と
す
る
「
定
禄
」
制
を
実

表 3　二百石未満の家臣の内訳

石高（石） 知行取人数（人） 蔵米取人数（人）

20 未満 0 4

20 ～ 39 0 206

40 ～ 59 15 175

60 ～ 79 37 23

80 ～ 99 51 10

100 ～ 119 77 0

120 ～ 139 101 24

140 ～ 159 74 0

160 ～ 179 13 0

180 ～ 199 4 0

総人数 372 442

註
彦根城博物館蔵「分限帳」「定府分限幷子共年付帳」「伊
賀御歩行七十人御歩行分限帳」による。俵・扶持・両
は知行の「石」に換算した。

図 2　二百石未満の井伊家家臣の石高分布
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施
し
た
︒
こ
の
こ
と
は
知
行
取
の
石
高
分
布
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
︒
天
明

四
年
（
一
七
八
四
）
正
月
朔
日
付
の
「
御
書
付
之
写
」
に
よ
っ
て
︑
養
子
・
幼

年
家
督
に
よ
る
減
知
の
最
低
額
と
し
て
「
定
禄
」
が
決
め
ら
れ
た
︒
二
五
〇
〇

石
以
上
で
代
々
重
職
を
勤
め
た
八
家（

35
）

は
そ
れ
ぞ
れ
の
知
行
高
を
定
禄
と
し
︑
何

が
あ
っ
て
も
減
知
さ
れ
な
い
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
︒
一
方
︑
二
四
〇
〇
石
以
下

の
家
臣
は
知
行
高
に
応
じ
︑
千
石
～
二
四
〇
〇
石
は
千
石
︑
三
百
～
九
五
〇
石

は
三
百
石
︑
一
二
〇
～
三
百
石
は
一
二
〇
石
を
「
定
禄
」
と
し
た
︒
他
方
︑
当

時
一
二
〇
石
未
満
の
家
臣
に
対
し
て
は
︑
定
禄
一
二
〇
石
を
目
途
と
し
て
加
増

す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た（

36
）

︒
こ
う
し
た
政
策
を
実
施
さ
れ
た
理
由
を
示
す
史
料
は

管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
養
子
や
幼
年
家
督
な
ど
に
伴
う
減
知

が
家
臣
団
の
困
窮
化
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
事
実
を
考
え
る
と
︑
定
禄
制
は
貧

困
に
悩
ま
さ
れ
た
家
臣
へ
の
救
済
策
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　
一
二
〇
石
未
満
の
家
臣
に
対
す
る
加
増
は
︑
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
か
ら

始
ま
っ
た
︒
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
に
家
督
相
続
し
た
岡
本
半
右
衛
門
の
由

緒
書
に
は
︑「
天
明
六
丙
午
年
十
一
月
廿
六
日
︑
定
録
（
禄
︱
筆
者
註
）
階
下
ニ

付
年
々
御
割
合
を
以
百
弐
拾
石
之
高
ニ
御
取
立
可
被
遊
段
被
仰
付
候
」
と
記
さ

れ
て
い
る
︒
彼
は
当
時
百
石
取
で
あ
っ
た
が
︑
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
七
月

二
十
二
日
に
「
弐
拾
石
之
地
形
被
下
置
︑
高
百
弐
拾
石（

37
）

」
と
な
っ
た
︒

　
と
こ
ろ
が
︑「
定
禄
」
制
は
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
見
直
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た（

38
）

︒
こ
れ
以
降
︑
夭
死
や
養
子
に
よ
る
減
知
は
定
禄
に
よ
る
制
限
を
受

け
な
く
な
り
︑
定
禄
一
二
〇
石
を
目
指
す
加
増
も
中
止
と
な
っ
た
︒
寛
政
十
年

（
一
七
九
八
）
に
家
督
し
た
福
村
八
衛
門
の
由
緒
書
に
は
︑「
享
和
元
酉
年
三
月

朔
日
︑
定
録
御
止
ニ
付
︑
積
米
之
分
三
拾
俵
地
形
ニ
御
直
シ
︑
高
百
石
ニ
被
仰

付
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る（

39
）

︒
結
果
︑
天
明
六
年
当
時
一
二
〇
石
未
満
の
家
臣
を

全
員
一
二
〇
石
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
「
定
禄
」
制
に
よ
る
加
増
は
︑
家
臣
の
石
高
分
布
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
当
時
︑

一
二
〇
石
以
下
の
家
臣
は
二
八
一
人
い
た
が
︑
彼
ら
の
由
緒
帳
に
基
づ
い
て

「
定
禄
」
の
影
響
を
受
け
た
人
数
を
調
べ
る（

40
）

と
︑
次
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
︒

　
第
一
に
︑「
定
禄
」
制
は
在
国
の
知
行
取
家
臣
を
対
象
と
し
て
施
行
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
︒
定
府
家
臣
お
よ
び
定
禄
実
行
期
間
（
天
明
六
年
～
享
和
元
年
）

に
お
い
て
︑
幼
年
家
督
・
父
兄
犯
罪
な
ど
の
理
由
で
扶
持
取
と
な
っ
た
者
は

「
定
禄
」
制
に
よ
る
加
増
の
対
象
外
で
あ
っ
た
︒

　
第
二
に
︑
蔵
米
取
家
臣
の
う
ち
︑
特
例
と
し
て
「
定
禄
」
制
に
よ
る
加
増
を

受
け
た
者
も
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
①
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
追
放
さ
れ
︑

元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
帰
参
し
て
扶
持
取
と
な
っ
た
者
は
︑
享
和
元
年
に

切
米
と
積
米
を
地
形
に
直
し
て
︑
六
十
石
・
七
十
石
の
知
行
取
と
な
っ
た
︒
②

初
代
が
御
小
姓
に
取
り
立
て
ら
れ
︑
百
俵
五
人
扶
持
を
給
さ
れ
た
者
は
︑
天
明

七
年
（
一
八
七
七
）
に
切
米
と
積
米
を
地
形
に
直
し
︑
一
二
〇
石
取
と
な
っ
た
︒

　
第
三
に
︑
一
二
〇
石
以
下
の
家
臣
の
う
ち
︑
約
六
十
五
％
は
「
定
禄
」
制
の

影
響
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
︒
文
政
十
三
年
当
時
︑
在
国
の
五
十
石
～
一
二
〇

石
取
は
合
計
二
二
一
人
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑「
定
禄
」
制
に
よ
る
加
増
を
受
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け
た
者
は
︑
一
二
〇
石
取
八
十
四
人
の
う
ち
六
十
人
（
七
十
一
％
）︑
一
一
〇

石
取
十
七
人
の
う
ち
九
人
（
五
十
三
％
）︑
百
石
取
四
十
三
人
の
う
ち
二
十
三

人
（
五
十
三
％
）︑
九
十
石
取
十
三
人
の
う
ち
九
人
（
六
十
九
％
）︑
八
十
石
取

二
十
七
人
の
う
ち
二
十
一
人
（
約
七
十
七
％
）︑
七
十
石
取
二
十
人
の
う
ち
十
三

人
（
約
六
十
五
％
）︑
六
十
石
取
七
人
の
う
ち
七
人
（
一
〇
〇
％
）︑
五
十
石
取

十
人
の
う
ち
二
人
（
二
十
％
）
で
︑
計
一
四
四
人
で
あ
る
︒

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑「
定
禄
」
制
に
よ
っ
て
︑
天
明
六
年
当
時
百
石
未

満
の
在
国
知
行
取
家
臣
は
八
十
～
一
二
〇
石
取
︑
帰
参
の
扶
持
取
家
臣
は
知
行

六
十
石
～
七
十
石
取
と
な
っ
た
︒
こ
う
し
た
中
で
︑
百
～
一
二
〇
石
の
階
層
は

激
増
し
た
が
︑
そ
の
一
方
︑
百
石
未
満
の
家
臣
は
激
減
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
享
和
元
年
以
降
︑「
定
禄
」
制
の
廃
止
に
よ
り
︑
養
子
・
幼
年
・
犯
罪
な

ど
に
よ
っ
て
減
知
さ
れ
た
者
や
新
知
取
立
に
よ
っ
て
百
石
未
満
の
家
臣
が
再
び

増
え
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

2
　「
本
高
」
と
蔵
米
取
家
臣

　
蔵
米
取
家
臣
の
中
で
︑
御
小
姓
・
御
中
小
姓
・
御
騎
馬
徒
・
御
歩
行
・
伊
賀

御
歩
行
︑
お
よ
び
七
十
人
御
歩
行
は
︑
組
ご
と
に
基
本
的
な
給
禄
が
設
定
さ
れ

て
い
た
︒
そ
れ
は
「
本
高
」
と
呼
ば
れ
た
︒
御
中
小
姓
以
下
の
多
く
は
召
し
出

さ
れ
た
直
後
︑
本
高
よ
り
低
い
給
禄
を
与
え
ら
れ
︑
成
年
・
江
戸
詰
・
勤
功
に

よ
っ
て
加
増
さ
れ
︑
本
高
を
与
え
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
勤
功
に
よ
り
加
増
さ
れ
る

と
︑
本
高
よ
り
高
い
給
禄
を
も
ら
う
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
︒

　
各
組
の
本
高
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
御
小
姓
の
本
高
は
︑
在
国
が
百
俵
八

人
扶
持
（
知
行
一
三
六
石
に
相
当
す
る
）
で
︑
定
府
が
百
俵
五
人
扶
持
（
一
二
一

石
五
斗
）
で
あ
っ
た
︒
御
中
小
姓
の
本
高
は
七
十
俵
六
人
扶
持
（
九
十
七
石
）

で
あ
っ
た
が
︑
家
督
直
後
は
二
十
六
俵
六
人
扶
持
（
五
十
三
石
）
あ
る
い
は

四
十
俵
六
人
扶
持
（
六
十
七
石
）
を
与
え
ら
れ
た
︒
在
国
の
御
騎
馬
歩
行
は

四
十
俵
四
人
扶
持
（
五
十
八
石
）
が
本
高
で
あ
っ
た
が
︑
家
督
直
後
は
二
十
六

俵
四
人
扶
持
（
四
十
四
石
）
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
一
方
︑
定
府

の
御
騎
馬
歩
行
は
全
員
二
十
六
俵
三
人
扶
持
（
三
十
九
石
五
斗
）
を
与
え
ら
れ

た
︒
三
御
歩
行
の
本
高
は
︑
御
歩
行
は
二
十
六
俵
三
人
扶
持
（
三
十
九
石
五
斗
）︑

伊
賀
御
歩
行
は
四
十
俵
三
人
扶
持
（
五
十
三
石
五
斗
）︑
七
十
人
御
歩
行
は

二
十
四
俵
三
人
扶
持
（
三
十
七
石
五
斗
）
で
あ
っ
た
︒
十
代
で
三
御
歩
行
に
召

し
出
さ
れ
た
者
は
十
俵
三
人
扶
持
（
二
十
六
石
五
斗
）
を
与
え
ら
れ
た（

41
）

︒
な
お
︑

定
府
御
歩
行
の
う
ち
︑
幼
年
で
五
両
二
分
三
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
た
例
も
あ
る

が
︑
当
時
の
米
価
に
よ
っ
て
換
算
す
る
と
︑
そ
の
実
収
入
は
十
俵
三
人
扶
持
の

蔵
米
取
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
︒

　
本
高
を
知
行
に
換
算
す
る
と
︑
御
小
姓
を
除
き
︑
御
中
小
姓
以
下
は
全
て
百

石
未
満
で
あ
っ
た
︒
蔵
米
取
家
臣
の
九
割
以
上
が
百
石
未
満
だ
っ
た
の
は
︑
そ

の
た
め
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
御
騎
馬
徒
・
御
歩
行
の
中
で
︑
御
鷹
役
・
御
右
筆

役
を
代
々
勤
め
る
家
の
嫡
子
や
︑
馬
術
が
優
れ
る
な
ど
で
新
規
に
取
り
立
て
ら

れ
た
者
は
︑
組
の
本
高
に
か
か
わ
ら
ず
︑
三
～
十
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
た（

42
）

︒
各

組
の
決
ま
っ
た
給
禄
が
全
て
知
行
二
十
石
以
上
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
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二
十
石
未
満
の
者
が
存
在
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
︒

　
蔵
米
取
家
臣
の
給
禄
は
「
都
而
扶
持
ニ
而
格
相
立
︑
切
米
ニ
而
増
可
申
事（

43
）

」

と
規
定
さ
れ
て
お
り
︑
扶
持
米
の
多
寡
は
組
に
よ
っ
て
異
な
り
︑
勤
功
の
あ
る

者
は
切
米
（
俵
）
を
以
て
加
増
さ
れ
た
︒
注
意
す
べ
き
は
︑
蔵
米
取
家
臣
は
加

増
分
を
次
の
代
に
残
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
原
則
は
跡

式
の
継
承
が
許
さ
れ
た
御
中
小
姓
や
御
騎
馬
徒
に
も
適
用
さ
れ
た
︒「
由
緒
帳
」

に
よ
れ
ば
︑
彼
ら
が
家
督
す
る
時
に
父
の
「
跡
式
」
か
ら
継
承
し
た
俸
禄
額
は
︑

組
の
本
高
あ
る
い
は
家
督
直
後
の
基
本
的
な
給
禄
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

　

三
　
井
伊
家
の
官
僚
制

（
一
）
七
十
人
御
歩
行
以
上
の
役
職
就
任
状
況

　
本
節
で
は
︑「
役
附
帳
」（
彦
根
城
博
物
館
蔵
︑
調
査
番
号
八
六
三
）
を
用
い
て
︑

分
限
帳
で
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
七
十
人
御
歩
行
以
上
の
任
職
状
況
を
明
ら
か

に
す
る
︒「
役
附
帳
」
に
は
諸
役
職
の
在
職
者
の
名
前
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
張

り
紙
や
追
加
記
録
が
な
い
︒
御
弓
鉄
砲
組
頭
の
人
名
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
史
料
は

文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
十
一
月
十
五
日
以
降
に
作
成
し
た
も
の
と
推
定
で

き
る（

44
）

︒
な
お
︑
文
政
十
三
年
七
月
廿
一
日
に
御
中
老
役
に
任
命
さ
れ
た
広
瀬
美

濃
の
記
録
が
な
い
が
︑
そ
の
他
の
役
職
の
記
載
は
「
由
緒
帳
」
の
記
録
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
の
で
︑
広
瀬
の
件
は
記
録
漏
れ
で
あ
ろ
う
︒

　
従
来
︑「
役
附
帳
」
は
知
行
取
の
任
職
状
況
を
記
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
き

た（
45
）

が
︑
し
か
し
︑
分
限
帳
や
「
由
緒
帳
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
七
十

人
御
歩
行
以
上
の
階
層
を
記
載
対
象
と
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
表
4
は
︑

「
役
附
帳
」
に
記
さ
れ
た
井
伊
家
の
諸
役
職
へ
の
任
職
状
況
を
ま
と
め
︑
さ
ら

に
︑
分
限
帳
の
記
載
に
基
づ
い
て
給
禄
の
支
給
方
式
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　「
役
附
帳
」
の
記
載
内
容
は
︑
①
老
中
か
ら
於
千
代
・
於
久
・
於
登
勢
附
人

ま
で
の
諸
役
︑
②
弘
道
館
役
人
︑
お
よ
び
③
定
府
役
人
の
三
部
分
に
分
け
ら
れ

る
︒
①
～
③
を
合
わ
せ
て
計
五
八
一
件
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
う
ち
兼

任
に
よ
る
重
複
記
載
は
八
十
六
件
で
︑
実
際
に
役
職
に
任
じ
た
者
は
四
九
五
人

で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
①
②
は
「
分
限
帳
」
と
「
伊
賀
御
歩
行
七
十
人
御
歩
行

分
限
帳
」
に
︑
③
は
「
定
府
分
限
帳
」
に
よ
っ
て
給
禄
の
仕
方
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑「
役
附
帳
」
の
記
載
者
は
︑
知
行
取
が

三
四
一
人
︑
蔵
米
取
が
一
二
二
人
︑
給
禄
不
明
が
三
十
二
人
で
あ
る
︒
給
禄
不

明
の
者
は
︑
分
限
帳
に
給
禄
の
記
載
が
な
い
者
︑
お
よ
び
名
前
す
ら
記
さ
れ
て

い
な
い
者
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
そ
の
身
元
を
由
緒
帳
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
︑

彼
ら
は
知
行
取
家
臣
の
次
三
男
︑
お
よ
び
御
歩
行
・
七
十
人
御
歩
行
の
嫡
子
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒

　
以
下
で
は
︑
①
～
③
そ
れ
ぞ
れ
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
︑
任
職
者
の
身
元
を

分
限
帳
・「
由
緒
帳
」
に
基
づ
い
て
検
証
し
な
が
ら
分
析
す
る
︒

　
ま
ず
︑
①
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
①
に
は
四
五
九
件
の
記
載
が
あ
る
が
︑

そ
の
う
ち
兼
任
に
よ
る
重
複
記
載
は
六
十
四
件
で
あ
り
︑
実
際
に
任
職
し
た
者

は
三
九
五
人
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
知
行
取
は
二
七
八
人
︑
蔵
米
取
は
九
十
三
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人
︑
不
明
は
二
十
四
人
で
あ
る
︒

　
老
中
（
御
家
老
）
以
下
小
役
人
御
着
到
附
役
ま
で
の
諸
役
は
︑
知
行
取
が
就

任
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
︒
厳
密
な
規
定
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
︑

諸
役
職
に
就
任
す
る
者
の
給
禄
は
大
体
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

二
千
石
以
上
の
家
臣
は
老
中
︑
中
老
お
よ
び
旗
奉
行
︑
四
百
石
以
上
の
家
臣
は

用
人
や
鑓
奉
行
を
勤
め
た
︒
二
五
〇
石
以
上
の
家
臣
が
弓
鉄
砲
組
頭
︑
母
衣
役
︑

城
中
番
頭
︑
十
一
口
番
頭
︑
側
役
︑
鷹
用
向
頭
取
︑
町
奉
行
︑
筋
奉
行
︑
仕
送

奉
行
︑
評
定
目
付
︑
侍
宗
門
改
奉
行
・
武
具
預
相
兼
︑
郷
中
宗
門
改
奉
行
︑
馳

走
奉
行
︑
小
納
戸
︑
御
城
使
役
︑
江
戸
中
屋
敷
留
守
居
役
︑
大
津
蔵
屋
敷
奉
行

を
勤
め
た
︒
二
百
石
以
下
の
家
臣
は
目
付
︑
普
請
奉
行
︑
作
事
奉
行
︑
御
普
請

御
着
到
附
役
︑
元
方
勘
定
奉
行
︑
金
奉
行
︑
大
津
蔵
屋
敷
目
付
︑
京
都
留
守
居

役
︑
賄
地
方
旅
方
兼
帯
︑
賄
︑
彦
根
江
戸
納
戸
︑
鳥
毛
中
間
頭
︑
船
奉
行
︑
鉄

砲
奉
行
︑
鉄
砲
玉
薬
奉
行
︑
玉
薬
中
間
頭
︑
竹
奉
行
︑
細
工
奉
行
︑
御
用
米
蔵

奉
行
︑
松
原
蔵
奉
行
︑
佐
野
奉
行
︑
借
用
役
︑
皆
米
札
奉
行
︑
代
官
役
︑
侍
着

到
付
︑
城
中
十
一
口
着
到
付
︑
足
軽
辻
着
到
付
︑
小
役
人
着
到
付
を
勤
め
た
︒

　
こ
の
中
で
︑
注
目
す
べ
き
は
︑
二
五
〇
石
以
上
の
家
臣
の
多
く
が
番
方
と
役

方
を
兼
任
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
中
老
は
旗
奉
行
︑
弓
鉄
砲
組
頭
は
御
用
人
・
側

役
・
鷹
用
向
頭
取
・
町
奉
行
・
筋
奉
行
・
侍
宗
門
改
奉
行
武
具
預
相
兼
・
馳
走

奉
行
・
小
納
戸
・
御
城
使
役
︑
母
衣
役
は
江
戸
中
屋
敷
留
守
居
役
・
普
請
奉

行
・
大
津
蔵
屋
敷
奉
行
を
兼
任
し
た
︒
一
方
︑
複
数
の
役
方
を
兼
任
し
た
例
も

あ
る
︒
筋
奉
行
は
郷
中
宗
門
改
奉
行
︑
細
工
奉
行
は
弓
矢
預
加
役
︑
松
原
蔵
奉

行
は
大
津
蔵
目
付
︑
船
奉
行
は
代
官
︑
玉
薬
中
間
頭
は
小
役
人
着
到
付
を
そ
れ

ぞ
れ
兼
任
し
た
︒

　
小
役
人
着
到
付
役
の
次
に
︑
庭
奉
行
以
下
櫛
役
ま
で
の
諸
役
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
こ
れ
ら
は
二
百
石
以
下
の
知
行
取
と
御
扶
持
方
取
衆
・
御
中
小
姓
衆
・
御

騎
馬
徒
衆
な
ど
の
蔵
米
取
が
勤
め
た
︒
櫛
役
の
次
に
記
さ
れ
た
装
束
附
役
以
下

の
諸
役
は
︑
侍
と
御
歩
行
・
七
十
人
御
歩
行
が
異
な
る
役
を
勤
め
︑
役
職
と
所

属
階
層
が
対
応
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る（

46
）

︒
す
な
わ
ち
︑
奥
内
用
達
役
か
ら
作
事

方
改
役
ま
で
の
諸
役
は
御
歩
行
・
七
十
人
御
歩
行
が
勤
め
た
︒
井
伊
家
当
主
の

子
供
の
世
話
を
す
る
役
と
し
て
︑
附
人
は
二
百
石
以
下
の
知
行
取
︑
近
習
・
伽

頭
は
三
百
以
下
の
次
三
男
︑
伽
・
賄
は
御
歩
行
あ
る
い
は
七
十
人
御
歩
行
の
嫡

子
が
登
用
さ
れ
た
︒

　
次
に
②
弘
道
館
役
人
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
②
に
は
合
計
五
十
一
件
の
記

載
が
あ
る
が
︑
そ
の
う
ち
重
複
記
載
が
十
一
件
で
あ
る
︒
実
際
の
任
職
者
は

四
十
人
で
あ
り
︑
そ
の
う
ち
知
行
取
は
二
十
一
人
︑
蔵
米
取
は
十
三
人
︑
不
明

は
六
人
い
た
︒

　
弘
道
館
は
熊
本
細
川
家
の
時
習
館
の
制
を
倣
っ
て
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）

に
設
立
さ
れ
︑
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
ま
で
は
稽
古
館
と
称
さ
れ
た
︒
知

行
取
家
臣
の
家
督
お
よ
び
部
屋
住
で
十
五
歳
か
ら
三
十
歳
ま
で
の
者
は
授
業
に

出
席
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た（

47
）

︒
千
石
以
上
の
家
臣
は
弘
道
館
頭
取
︑

四
百
石
以
上
の
家
臣
は
稽
古
奉
行
︑
百
石
～
三
五
〇
石
の
家
臣
は
物
主
書
物
奉

行
を
務
め
た
︒
そ
の
う
ち
︑
弘
道
館
頭
取
と
稽
古
奉
行
に
千
石
以
上
の
嫡
子
が
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表 4　文政十三年諸役職の在職者一覧（4/4）

役職 記載数（件） 重複（件） 知行取（人） 蔵米取（人） 不明（人）

③
定
府
役
人

番足軽支配 3 0 3 0 0

側役 1 1 0 0 0

小納戸（うち 1 人兼帯） 3 1 2 0 0

御城使 1 1 0 0 0

八町堀屋敷留守居 1 1 0 0 0

千田谷屋敷留守居（うち 1 人加役） 2 0 2 0 0

取次 0 0 0 0 0

使番 3 0 3 0 0

目付 2 0 2 0 0

奥方附人 2 0 2 0 0

大御前様附人 2 0 2 0 0

守真院殿附人　陸奥守殿御附人 2 0 0 0 2

賄 2 0 2 0 0

普請作事奉行 3 0 3 0 0

中屋敷目付 1 0 1 0 0

上屋敷見廻り役 0 0 0 0 0

中屋敷見廻り役 1 0 1 0 0

八町堀屋敷見廻り役 0 0 0 0 0

奥方賄 2 0 1 1 0

守真院殿賄 2 0 2 0 0

音信役 3 0 2 1 0

内目付 2 0 2 0 0

旅道具預り 2 1 1 0 0

儒者 2 0 1 1 0

医師 1 0 0 1 0

茶道頭 0 0 0 0 0

直勤書記役（うち 1 人兼帯） 3 3 0 0 0

右筆頭 2 0 2 0 0

留書役 6 0 4 2 0

留書役　年回繰出シ用懸り 3 3 0 0 0

右筆役 5 0 1 4 0

馬役 0 0 0 0 0

奥用役 0 0 0 0 0

櫛役 4 0 0 4 0

桶畳奉行 1 0 0 1 0

鷹方 0 0 0 0 0

御城使方手附役 1 0 0 1 0

於知方附人 1 0 1 0 0

於充方附人 1 0 1 0 0

於尊方附人 1 0 1 0 0

合計 71 11 42 16 2

以上合計 581 86 341 122 32
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表 4　文政十三年諸役職の在職者一覧（3/4）

役職 記載数（件） 重複（件） 知行取（人） 蔵米取（人） 不明（人）

①
在
国
役
人
（
つ
づ
き
二
）

櫛役 7 0 4 3 0

装束附役 2 0 0 2 0

客立之節給仕役 8 0 8 0 0

糸譜用掛 1 0 0 1 0

奥内用達役 6 0 0 6 0

江戸桶畳奉行 3 0 0 3 0

鉄砲方臺師役 1 0 0 1 0

作事方元〆役改証判役 4 0 0 4 0

畳奉行 4 4 0 0 0

馳走道具頭 2 0 0 2 0

作事方門改役 6 0 0 6 0

筑後方附人 1 0 1 0 0

同所近習 3 0 0 0 3

同所賄 2 0 0 2 0

同所伽添役 2 0 0 2 0

同所伽 3 0 0 0 3

鉄三郎方・銓之介方附人 2 0 2 0 0

※鉄三郎方伽頭 4 0 0 0 4

同所伽役 2 0 0 2 0

銓之介方伽 4 0 0 0 4

豊前方・東之介方附人 2 0 2 0 0

同所賄 4 0 0 4 0

同所伽頭 6 0 0 0 6

同所伽 2 0 0 0 2

善住院賄・直心院賄 2 0 0 2 0

於千代・於久・於登勢附人 2 1 1 0 0

合計 459 64 278 93 24

②
弘
道
館
役
人

弘道館頭取 7 1 2 0 4

稽古奉行（うち 1 人添役） 3 2 0 0 1

物主奉行（うち 2 人添役） 5 1 4 0 0

学問方 4 3 0 1 0

素読方 17 0 8 8 1

手跡方 6 0 4 2 0

諸用役 3 0 3 0 0

礼節方 1 0 0 1 0

兵学方 0 0 0 0 0

一騎前 2 2 0 0 0

天文方 1 0 0 1 0

医学会頭 1 1 0 0 0

算学 1 1 0 0 0

和学 0 0 0 0 0

合計 51 11 21 13 6
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表 4　文政十三年諸役職の在職者一覧（2/4）

役職 記載数（件） 重複（件） 知行取（人） 蔵米取（人） 不明（人）

①
在
国
役
人
（
つ
づ
き
一
）

大津蔵屋敷奉行 2 1 1 0 0

同所目付 2 0 2 0 0

京都留守居役（うち 1 人助） 2 0 1 1 0

賄地方旅方兼帯 6 0 6 0 0

賄 4 0 4 0 0

彦根江戸納戸 7 0 7 0 0

鳥毛中間頭 4 0 4 0 0

船奉行 2 0 2 0 0

※御船方加判 1 0 0 1 0

鉄砲奉行 2 0 2 0 0

鉄砲玉薬奉行 2 0 2 0 0

玉薬中間頭 2 0 2 0 0

竹奉行 2 0 1 1 0

細工奉行 2 2 0 0 0

御用米蔵奉行 3 0 3 0 0

松原蔵奉行 8 2 6 0 0

佐野奉行 1 0 1 0 0

借用役 3 0 3 0 0

皆米札奉行 3 0 3 0 0

代官役 6 2 4 0 0

侍着到付 4 0 4 0 0

城中十一口着到付 4 0 4 0 0

足軽辻着到付 3 0 3 0 0

小役人着到付 3 2 1 0 0

庭奉行（うち 1 人添役） 2 0 1 1 0

買上物改証判役 4 0 4 0 0

内目付 10 0 5 5 0

鷹餌割役 4 0 4 0 0

鷹役（うち 1 人 * 見習） 24 0 8 15 1

儒者 4 0 1 3 0

奉薬加役 2 0 2 0 0

医師 1 0 0 1 0

奥医師 8 0 7 1 0

表医師 18 0 11 7 0

祐筆頭（うち 1 人加役） 4 0 2 2 0

祐筆（うち 5 人留書役） 14 0 7 7 0

馬役頭取 3 0 3 0 0

馬役（うち 1 人 * 見習） 13 0 7 5 1

鷹野先拂 5 0 4 1 0

用使 8 0 8 0 0
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表 4　文政十三年諸役職の在職者一覧（1/4）

役職 記載数（件） 重複（件） 知行取（人） 蔵米取（人） 不明（人）

①
在
国
役
人

老中（うち 1 人見習） 7 0 7 0 0

中老 2 0 2 0 0

用人（うち 1 人添役） 8 0 8 0 0

旗奉行 2 2 0 0 0

鑓奉行 1 1 0 0 0

弓鉄砲組頭 35 6 29 0 0

母衣役（うち 1 人役母衣） 24 0 24 0 0

城中番頭 6 0 6 0 0

十一口番頭 11 0 11 0 0

側役 10 9 1 0 0

鷹用向頭取 2 2 0 0 0

町奉行 2 2 0 0 0

筋奉行 6 6 0 0 0

筋奉行加役 0 0 0 0 0

仕送奉行（うち 1 人添役） 2 0 2 0 0

評定目付 0 0 0 0 0

侍宗門改奉行武具預相兼 2 2 0 0 0

弓矢頭 0 0 0 0 0

同加役兼帯 2 0 2 0 0

郷中宗門改奉行 3 3 0 0 0

馳走奉行 2 2 0 0 0

小納戸 10 6 2 2 0

御城使役 4 4 0 0 0

江戸中屋敷留守居役 3 3 0 0 0

目付 13 0 13 0 0

普請奉行 2 2 0 0 0

作事奉行 4 0 4 0 0

※御普請御着到附役 3 0 3 0 0

元方勘定奉行 3 0 3 0 0

金奉行 3 0 3 0 0

註
（1）  役職名および任職者の記載件数は「役附帳」による。この表の②弘道館役人と③定府役人といった分類は史料の記

述によるものである。①に当たる諸役職は特定の分類がなされていなかったが、すべて国元にある役職なので、便
宜上、〈在国役人〉という見出しをつけた。

（2）  知行取・蔵米取は「分限帳」「定府分限帳」「伊賀御歩行七十人御歩行分限帳」による。「不明」というのは、分限
帳に給禄が記載されていない者、および分限帳に登録されていない者である。

（3）  ※印は、役職名の誤記や未記載があったものを示す。正しい役職名は「由緒帳」によって補足した。
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就
任
し
た
例
も
見
ら
れ
る
︒
学
問
方
は
儒
者
︑
医
学
会
頭
は
奥
医
師
が
兼
任
し

た
︒
素
読
方
以
下
の
諸
役
は
︑
二
百
石
以
下
の
家
臣
と
蔵
米
家
臣
の
う
ち
︑
学

問
に
優
れ
た
家
臣
が
勤
め
た
︒

　
最
後
の
③
定
府
役
人
に
は
合
計
七
十
一
件
の
記
載
が
あ
り
︑
そ
の
う
ち
重
複

記
載
が
十
一
件
で
あ
る
︒
実
際
の
任
職
者
は
六
十
人
で
︑
そ
の
う
ち
知
行
取
は

四
十
二
人
︑
蔵
米
取
は
十
六
人
︑
不
明
は
二
人
い
た
︒

　
番
足
軽
支
配
は
二
百
石
以
上
の
家
臣
が
勤
め
て
お
り
︑
江
戸
中
屋
敷
・
八
丁

堀
屋
敷
の
番
足
軽
を
支
配
し
な
が
ら（

48
）

︑
側
役
・
小
納
戸
・
御
城
使
・
八
町
堀
屋

敷
留
守
居
を
兼
任
し
た
︒
千
田
谷
屋
敷
留
守
居
・
使
番
・
目
付
・
奥
方
附
人
・

大
御
前
様
附
人
︑
賄
︑
普
請
作
事
奉
行
︑
中
屋
敷
見
廻
り
役
︑
奥
方
賄
︑
守
真

院
殿
賄
︑
音
信
役
︑
内
目
付
︑
旅
道
具
預
り
︑
直
勤
書
記
役
︑
右
筆
頭
︑
留
書

役
︑
右
筆
役
︑
於
知
方
附
人
︑
於
充
方
附
人
︑
於
尊
方
附
人
に
は
︑
二
百
石
未

満
の
知
行
取
が
就
任
す
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
儒
者
と
医
師
は
全
て
御
騎

馬
徒
以
上
で
あ
っ
た
︒
櫛
役
は
御
騎
馬
徒
︑
桶
畳
奉
行
・
御
城
使
方
手
附
役
は

御
歩
行
が
勤
め
た
︒
他
に
︑
守
真
院
殿
附
人
・
陸
奥
守
殿
御
附
人
が
二
人
記
さ

れ
て
い
る
が
︑
分
限
帳
・「
由
緒
帳
」
に
は
彼
ら
の
名
前
が
見
当
ら
な
い
︒
守

真
院
は
仙
台
を
本
拠
地
と
す
る
伊
達
陸
奥
守
重
村
の
娘
で
︑
井
伊
家
十
代
目
当

主
直
幸
の
世
子
直
富
の
正
室
と
な
っ
た（

49
）

の
で
︑
こ
の
二
人
は
伊
達
家
か
ら
連
れ

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
︒

（
二
）
諸
役
職
に
対
す
る
就
任
率

　
井
伊
家
家
臣
の
諸
役
職
に
対
す
る
就
任
率
は
︑
分
限
帳
お
よ
び
「
役
附
帳
」

の
記
載
内
容
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
︒
分
限
帳
に
登
録
さ
れ
た
知
行
取

（
荒
地
取
郷
士
を
除
く
）
は
在
国
・
定
府
を
合
わ
せ
て
五
四
五
人
お
り
︑
そ
の
う

ち
「
役
附
帳
」
に
登
録
さ
れ
た
者
は
三
四
一
人
で
あ
り
︑
諸
役
職
に
対
す
る
就

任
率
は
約
六
十
二
・
五
％
で
あ
る
︒
一
方
︑
蔵
米
取
は
在
国
・
定
府
で
計

四
二
三
人
お
り
︑
そ
の
う
ち
御
騎
馬
徒
以
上
は
二
五
六
人
︑
御
歩
行
以
下
は

一
七
七
人
で
あ
る
︒「
役
附
帳
」
に
登
録
さ
れ
た
蔵
米
取
は
計
一
二
二
人
で
︑

諸
役
職
に
対
す
る
就
任
率
は
約
二
十
八
％
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
御
騎
馬
徒
以

上
の
就
任
者
は
七
十
三
人
で
就
任
率
が
二
十
七
・
四
％
︑
御
歩
行
以
下
の
就
任

者
は
四
十
九
人
で
就
任
率
が
二
十
七
・
六
％
で
あ
る
の
で
︑
就
任
率
に
お
け
る

侍
と
三
御
歩
行
の
違
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒「
役
附
帳
」
に
記
さ
れ
た
諸
役
職

は
︑
一
部
番
方
も
含
ま
れ
て
い
る
が
︑
役
方
が
圧
倒
的
に
多
い
︒
蔵
米
取
家
臣

が
勤
め
た
の
は
全
て
役
方
で
あ
っ
た
の
で
︑「
役
附
帳
」
に
登
録
さ
れ
て
い
な

い
者
は
︑
井
伊
家
当
主
が
外
出
す
る
時
の
供
連
れ
な
ど
の
番
方
の
仕
事
を
し
て

い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　
一
方
︑
知
行
取
の
組
編
成
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
︒
分
限
帳
と

同
じ
時
期
に
作
成
さ
れ
た
「
士
組
附
帳
」（
彦
根
城
博
物
館
蔵
︑
調
査
番
号

八
六
二
）
に
よ
れ
ば
︑
在
国
の
知
行
取
は
︑
①
士
組
︑
②
諸
役
職
の
就
任
者
︑

③
御
留
守
居
組
︑
④
外
組
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
①
は
木
俣
土
佐
組
・
庵

原
主
税
助
組
・
小
野
田
小
一
郎
組
・
宇
津
木
下
総
組
・
横
地
佐
平
太
組
の
五
組
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に
編
成
さ
れ
て
い
る
︒
五
組
の
組
士
は
合
計
二
四
七
人
で
あ
り
︑
在
国
知
行
取

の
約
五
割
を
占
め
て
い
る
︒
組
名
は
そ
の
組
を
支
配
し
た
士
大
将
の
名
前
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
が
が
︑「
由
緒
帳
」
に
は
士
組
と
記
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
︒

こ
の
五
組
は
出
陣
す
る
時
に
先
手
二
備
︑
左
・
右
備
お
よ
び
後
備
を
構
成
す
る

も
の
で
あ
っ
た（

50
）

の
で
番
方
で
あ
る
が
︑
組
士
の
う
ち
役
方
の
役
職
に
任
ぜ
ら
れ

る
者
も
い
た
︒
②
は
御
中
老
を
筆
頭
と
す
る
諸
役
職
で
あ
っ
た
︒
③
は
御
代
官

役
・
御
城
中
御
番
頭
・
十
一
口
御
番
頭
・
御
用
米
御
蔵
奉
行
お
よ
び
松
原
御
蔵

奉
行
が
所
属
し
て
お
り
︑
軍
事
動
員
す
る
時
に
領
地
に
残
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
︒

以
上
の
ど
れ
で
も
な
い
者
は
④
に
入
れ
ら
れ
た
︒
な
お
︑
御
家
老
・
士
大
将
お

よ
び
医
者
は
こ
の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

　「
士
組
附
帳
」
と
「
役
附
帳
」
の
記
載
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
第
一

に
︑
医
者
と
諸
役
職
に
就
任
す
る
者
を
除
き
︑
残
り
の
知
行
取
家
臣
は
ほ
と
ん

ど
番
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
十
八
世
紀
末
の
徳
川
将
軍
家
の
例
で

い
う
と
︑
旗
本
の
う
ち
︑
番
方
で
も
役
方
で
も
な
い
無
役
の
者
は
約
三
十
九
％

を
占
め
た（

51
）

︒
そ
れ
と
比
べ
る
と
︑
井
伊
家
に
お
け
る
無
役
の
者
は
極
端
に
少
な

か
っ
た
︒
第
二
に
︑
番
方
・
役
方
の
兼
任
が
多
か
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で

あ
る
︒
徳
川
将
軍
家
で
も
︑
戦
国
時
代
に
は
番
方
と
役
方
の
兼
任
が
珍
し
く
な

か
っ
た
が
︑
近
世
に
入
っ
て
か
ら
は
行
政
職
で
あ
る
役
方
の
重
要
性
が
高
ま
り
︑

専
任
者
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
番
方
の
編
成
は
出
陣
す
る

時
の
先
手
備
・
旗
本
備
の
よ
う
な
形
か
ら
︑
大
御
番
組
・
御
小
姓
番
・
御
書
院

番
・
新
御
番
・
小
十
人
組
と
い
っ
た
五
番
方
に
編
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

52
）

︒

そ
れ
に
対
し
︑
井
伊
家
の
番
方
編
成
は
近
世
初
期
の
古
い
形
が
残
っ
た
ま
ま
で

あ
っ
た
︒

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
中
で
︑
井
伊
家
の
官
僚
制
の
特
徴
と
し
て
︑
知
行
取

の
諸
役
職
に
対
す
る
就
任
率
が
高
く
︑
兼
任
も
多
い
こ
と
︑
ま
た
︑
蔵
米
取
の

一
部
に
番
方
・
役
方
を
問
わ
ず
部
屋
住
が
登
用
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
︒
最
後
に
︑
こ
う
し
た
登
用
制
が
形
成
さ
れ
た
背
景
と
し
て
︑
近
世
初
期
か

ら
の
家
臣
の
人
数
変
化
を
見
て
み
よ
う
︒

　
井
伊
家
は
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
近
江
国
十
八
万
石
を
領
有
し
た
︒
そ

の
翌
年
の
分
限
帳
に
は
知
行
取
三
〇
一
人
︑
切
符
衆
一
〇
六
人
︑
餌
指
四
人
の

名
前
が
あ
り
︑
組
の
総
人
数
と
し
て
足
軽
五
百
人
・
中
間
四
百
人
が
記
さ
れ
て

い
る（

53
）

︒
一
方
︑
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
の
家
臣
団
は
︑
分
限
帳
の
記
載
に

よ
れ
ば
︑
足
軽
以
下
を
除
い
て
︑
知
行
取
が
五
四
五
人
（
荒
地
取
郷
士
を
除
く
）︑

蔵
米
取
が
四
四
三
人
い
た
︒
慶
長
七
年
以
降
の
家
臣
の
増
減
は
︑
現
存
す
る
分

限
帳
が
少
な
い
の
で
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
文
政

十
三
年
の
状
況
と
慶
長
七
年
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
︑
領
地
は
約
一
・
七
倍
に

な
っ
た
が
︑
知
行
取
は
約
一
・
八
倍
︑
蔵
米
取
は
約
四
・
二
倍
と
な
っ
た
と
言

え
る
︒

　
知
行
取
は
︑
領
地
の
拡
大
に
従
い
︑
そ
れ
相
応
の
増
員
が
な
さ
れ
た
︒
彦
根

城
下
の
拝
領
屋
敷
の
場
所
を
記
す
「
家
並
帳
」
に
よ
れ
ば
︑
慶
安
四
年

（
一
六
五
一
）
に
知
行
取
は
少
な
く
と
も
四
八
五
人
い
た（

54
）

︒
そ
の
中
に
定
府
家

臣
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
十
七
世
紀
半
ば
か
ら
大
幅
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な
増
員
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒「
由
緒
帳
」
に
よ
れ
ば
︑

増
員
の
理
由
と
し
て
︑
近
世
初
期
に
は
牢
人
の
召
し
抱
え
や
御
中
小
姓
以
下
の

昇
格
も
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
そ
の
主
な
原
因
は
次
三
男
に
よ
る
分
家
の
取
立
で

あ
っ
た
︒
十
九
世
紀
以
降
で
も
︑
定
府
を
願
い
出
た
知
行
取
の
次
三
男
や
御
騎

馬
徒
に
新
知
を
与
え
た
例
が
見
ら
れ
る
︒

　
一
方
︑
蔵
米
取
は
十
八
万
石
当
時
と
比
べ
て
大
幅
な
水
増
し
が
あ
っ
た
よ
う

に
見
え
る
が
︑
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
︒
文
政
十
三
年
当
時
︑
蔵
米
取
の

う
ち
︑
足
軽
以
下
か
ら
昇
格
し
た
伊
賀
御
歩
行
と
七
十
人
御
歩
行
は
八
十
四
人
︑

家
臣
の
子
息
で
御
騎
馬
徒
・
御
歩
行
に
召
出
さ
れ
た
者
は
一
二
二
人
い
た
︒
そ

れ
以
外
の
蔵
米
取
家
臣
は
二
三
七
人
で
︑
慶
長
七
年
の
約
二
・
二
倍
で
あ
り
︑

加
封
の
倍
率
を
や
や
上
回
っ
た
程
度
で
あ
る
︒
蔵
米
取
の
増
員
は
︑「
由
緒
帳
」

に
よ
れ
ば
家
中
の
次
三
男
に
分
家
を
取
立
さ
せ
た
例
が
多
い
が
︑
浪
人
・
陪
臣

の
取
立
︑
大
奥
老
女
の
勤
功
を
賞
し
て
名
跡
を
残
さ
せ
た
例
も
あ
る
︒

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
領
内
支
配
機
構
が
整
備
さ
れ
る
に
従
い
︑
家
臣

団
の
強
化
を
図
る
大
名
家
が
多
い
な
か
で
︑
井
伊
家
に
お
け
る
家
臣
の
新
規
取

立
は
か
な
り
控
え
め
で
あ
っ
た
︒
知
行
取
に
関
し
て
は
︑
戦
国
期
な
い
し
近
世

初
期
に
一
般
的
だ
っ
た
番
方
・
役
方
の
兼
任
体
制
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
て
い
た
︒

一
方
︑
蔵
米
取
に
関
し
て
は
︑
部
屋
住
の
登
用
や
足
軽
以
下
の
者
の
昇
格
に

よ
っ
て
人
員
を
確
保
し
て
い
た
︒
こ
う
し
た
施
策
は
財
政
難
に
よ
る
も
の
か
︑

あ
る
い
は
旧
例
を
重
ん
じ
た
た
め
か
︑
定
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
結
果
と
し

て
︑
無
役
の
家
臣
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
評
価
に
値
す

る
︒

　

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
︑
溜
間
詰
の
大
名
の
一
例
と
し
て
︑
彦
根
井
伊
家
の
身
分
構
造
に

つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
︒
最
後
に
︑
井
伊
家
の
事
例
を
十
九
世
紀
前
半
の
萩

毛
利
家
（
大
広
間
︑
三
六
万
九
千
石
）・
尾
張
徳
川
家
（
大
廊
下
︑
六
一
万

五
九
〇
〇
石
）
の
そ
れ（

55
）

と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
大
大
名
の
家
臣
団
の
身

分
構
造
に
つ
い
て
の
大
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

　
ま
ず
︑
井
伊
家
家
臣
は
所
属
階
層
に
お
い
て
侍
と
三
御
歩
行
に
大
別
さ
れ
て

い
た
︒
両
者
は
︑
相
続
・
御
目
見
の
仕
方
・
役
職
の
任
免
に
お
い
て
大
き
な
違

い
が
あ
っ
た
︒
注
意
す
べ
き
は
︑
徳
川
取
立
大
名
の
家
臣
団
編
成
は
︑
徳
川
将

軍
家
の
番
方
・
役
方
の
組
織
を
模
倣
し
て
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ

が
ち
で
あ
る
が
︑
井
伊
家
は
そ
う
で
は
な
く
︑
独
自
の
組
織
を
有
し
た
︒
こ
の

点
に
お
い
て
は
︑
同
じ
徳
川
取
立
大
名
の
尾
張
徳
川
家
と
異
な
り
︑
旧
族
大
名

の
萩
毛
利
家
に
近
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　
次
に
︑
井
伊
家
の
家
臣
は
︑
給
禄
の
支
給
方
式
に
お
い
て
知
行
取
と
蔵
米
取

に
区
別
さ
れ
た
︒
両
者
は
︑
諸
役
職
に
対
す
る
就
任
率
・
騎
馬
の
資
格
に
お
い

て
異
な
っ
た
︒
知
行
取
と
蔵
米
取
を
合
わ
せ
て
︑
家
臣
団
の
全
体
的
な
石
高
分

布
の
傾
向
と
し
て
︑
千
石
以
上
の
家
臣
が
僅
少
で
︑
二
百
石
未
満
の
家
臣
が
約

七
割
を
占
め
た
︒
こ
の
点
に
お
い
て
は
︑
領
地
の
規
模
や
家
臣
団
の
人
数
が
異
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な
る
も
の
の
︑
萩
毛
利
家
や
尾
張
徳
川
家
と
共
通
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
三
家
に

に
お
い
て
︑
千
石
以
上
の
石
高
は
︑
家
老
や
士
大
将
を
勤
め
︑
広
大
な
領
地
と

自
前
の
家
臣
団
を
有
し
た
階
層
を
示
す
基
準
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
︒
一
方
︑

千
石
未
満
の
家
臣
に
関
し
て
は
︑
給
禄
で
役
職
の
就
任
・
生
活
様
式
な
ど
が
明

確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
︑
三
家
と
も
に
物
頭
の
給
禄
は

二
百
石
以
上
が
基
本
で
あ
っ
た
の
で
︑
そ
れ
未
満
は
平
侍
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
所
属
階
層
・
給
禄
・
相
続
・
御
目
見
・
役
職
・
騎
馬
の
資
格

は
︑
い
ず
れ
も
近
世
武
士
の
地
位
を
評
価
す
る
基
準
で
あ
っ
た
︒
注
意
す
べ
き

は
︑
家
臣
団
全
員
が
こ
れ
ら
の
基
準
で
同
じ
評
価
を
得
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
︒
彦
根
井
伊
家
の
場
合
︑
三
御
歩
行
は
全
て
蔵
米
取
で
あ
っ
た
が
︑

侍
は
知
行
取
と
蔵
米
取
の
双
方
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
侍
は
徳
川
将
軍
家

で
い
う
御
目
見
以
上
の
資
格
を
有
し
︑
知
行
を
与
え
ら
れ
た
者
は
さ
ら
に
騎
馬

が
許
さ
れ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
全
て
の
基
準
に
お
い
て
優
位
で
あ
っ
た
の

は
知
行
百
石
以
上
の
侍
の
み
で
︑
そ
れ
未
満
は
基
準
ご
と
に
評
価
が
異
な
り
︑

地
位
の
不
整
合（

56
）

が
あ
っ
た
︒
家
臣
団
の
下
層
部
に
地
位
の
不
整
合
が
あ
っ
た
の

は
︑
萩
毛
利
家
や
尾
張
徳
川
家
と
共
通
す
る
︒
た
だ
し
︑
大
名
家
ご
と
に
御
目

見
や
騎
馬
の
資
格
な
ど
に
関
す
る
基
準
が
異
な
る
た
め
︑
地
位
の
不
整
合
が
あ

る
家
臣
の
割
合
は
異
な
る（

57
）

︒

　
ま
た
︑
井
伊
家
で
は
︑
御
歩
行
以
上
の
階
層
に
お
い
て
︑
部
屋
住
で
召
し
出

さ
れ
た
者
が
約
一
割
を
占
め
た
点
に
お
い
て
︑
尾
張
徳
川
家
と
共
通
す
る
︒
徳

川
将
軍
家
や
多
く
の
大
名
家
で
は
︑
十
七
世
紀
半
ば
以
降
︑
財
政
上
の
理
由
に

よ
っ
て
同
じ
家
か
ら
複
数
の
人
を
奉
公
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た（

58
）

︒
井
伊

家
は
十
七
世
紀
末
以
降
︑
家
臣
に
対
し
て
上
げ
米
・
半
知
を
何
度
も
発
令
し
て

き
た（

59
）

の
で
︑
他
の
大
名
家
と
比
べ
て
格
別
に
豊
か
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒

そ
れ
で
も
部
屋
住
の
者
を
多
く
登
用
で
き
た
の
は
︑
近
世
初
期
の
藩
政
機
構
の

整
備
過
程
に
お
い
て
家
臣
の
増
員
を
控
え
た
こ
と
︑
さ
ら
に
家
督
時
に
夭
死
・

幼
年
家
督
な
ど
様
々
な
理
由
で
減
知
す
る
慣
例
を
設
け
た
の
で
︑
減
知
分
を
部

屋
住
で
奉
公
す
る
者
の
給
禄
に
当
て
ら
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
以
上
の
分
析
に
よ
っ
て
︑
近
世
の
武
士
は
︑
高
禄
な
知
行
取
か
つ
御
目
見
以

上
で
あ
る
騎
士
と
︑
低
禄
な
蔵
米
取
か
つ
御
目
見
以
下
で
あ
る
歩
兵
と
い
っ
た

よ
う
に
︑
単
純
に
把
握
で
き
る
社
会
階
層
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
︒
地
位
の
不
整
合
が
あ
る
家
臣
は
︑
武
士
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
で
き

ず
︑
役
職
の
就
任
に
お
い
て
も
ま
ま
な
ら
な
い
た
め
︑
現
状
に
対
す
る
不
満
を

常
に
味
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
現
象
は
幕
末
期
の
倒
幕

に
参
加
し
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
︑
三
つ
の
大
名
家
に
共
通
し
て
存
在
し
た
の

で
︑
武
士
社
会
の
内
部
に
存
在
し
た
矛
盾
を
維
新
の
変
革
と
直
ち
に
関
連
付
け

る
の
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
大
名
家
で
は
︑
最
幕

末
に
至
る
ま
で
目
立
っ
た
人
材
登
用
が
無
く
と
も
︑
徳
川
将
軍
家
の
よ
う
な

「
家
」
単
位
で
の
登
用
で
は
な
く
︑
個
人
単
位
の
奉
公
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
も
注
意
に
値
す
る
︒
こ
れ
ら
の
事
象
は
︑
幕
末
維
新
期
に
お
い
て
︑
大
名
家

臣
が
倒
幕
に
身
を
投
じ
る
こ
と
や
︑
武
士
身
分
の
崩
壊
を
考
え
る
際
︑
重
要
な

背
景
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
︒
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な
お
︑
史
料
的
制
約
に
よ
り
︑
本
稿
で
は
そ
の
実
態
に
つ
い
て
不
明
と
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
荒
地
取
郷
士
や
足
軽
以
下
に
関
し
て
は
︑
今
後
の
検
討
課
題

と
し
た
い
︒

注（
1
）  

明
治
維
新
史
研
究
で
は
︑
下
級
武
士
が
貧
乏
で
役
職
の
就
任
に
つ
い
て
も
世
襲
身
分

に
よ
る
厳
し
い
制
限
が
あ
っ
た
た
め
︑
そ
の
よ
う
な
現
状
に
不
満
を
持
っ
た
こ
と
に
明

治
維
新
の
原
動
力
を
求
め
る
論
が
多
い
︒
木
村
礎
『
下
級
武
士
論
』（
塙
書
房
︑

一
九
六
六
年
）
に
集
大
成
さ
れ
た
「
下
級
武
士
論
」
や
ト
マ
ス
・
Ｓ
・
ス
ミ
ス
『
日
本

社
会
史
に
お
け
る
伝
統
と
創
造
─
─
工
業
化
の
内
在
的
諸
要
因
　
一
七
五
〇
︱

一
九
二
〇
年
─
─
︹
増
補
版
︺』（
大
島
真
理
夫
訳
︑
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇
二
年
）

が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
園
田
英
弘
『
西
洋
化
の
構
造
─
─
黒
船
・
武
士
・

国
家
─
─
』（
思
文
閣
︑
一
九
九
三
年
）
は
最
幕
末
の
軍
事
改
革
に
お
い
て
人
材
登
用
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
従
来
の
身
分
構
造
の
崩
壊
に
つ
な
が
っ
た
と
論
じ
て
い
る
︒

（
2
）  

彦
根
井
伊
家
に
関
し
て
は
小
宮
山
敏
和
『
譜
代
大
名
の
創
出
と
幕
藩
体
制
』（
吉
川
弘

文
館
︑二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
︒
他
の
大
名
家
に
関
す
る
主
な
研
究
書
は
︑谷
口
澄
夫
『
岡

山
藩
政
史
の
研
究
』（
塙
書
房
︑
一
九
六
四
年
）︑
藩
政
史
研
究
会
編
『
藩
制
成
立
史
の

綜
合
研
究
─
─
米
沢
藩
─
─
』（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
四
年
）︑
明
治
大
学
内
藤
家
文

書
研
究
会
編
『
譜
代
藩
の
研
究
─
─
譜
代
内
藤
藩
の
藩
政
と
藩
領
─
─
』（
八
木
書
店
︑

一
九
七
二
年
）︑
金
井
圓
『
藩
制
成
立
期
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
五
年
）︑
藤

野
保
編
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
─
─
藩
政
の
成
立
と
構
造
─
─
』（
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
八
一
年
）︑原
昭
午
『
加
賀
藩
に
み
る
幕
藩
制
国
家
成
立
史
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
︑

一
九
八
一
年
）︑
林
董
一
編
『
新
編
尾
張
藩
家
臣
団
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
︑
一
九
八
九

年
）︑
藤
野
保
編
『
藩
体
制
の
形
成
』（
雄
山
閣
︑
一
九
九
三
年
）︑
高
野
信
治
『
近
世
大

名
家
臣
団
と
領
主
制
』（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
七
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑

各
自
治
体
史
に
お
い
て
も
研
究
さ
れ
て
い
る
︒

（
3
）  

熊
谷
光
子
「
近
世
大
名
下
級
家
臣
団
の
構
造
的
分
析
─
─
豊
後
岡
藩
を
素
材
に
し
て

─
─
」（『
日
本
史
研
究
』
三
一
六
号
︑日
本
史
研
究
会
︑一
九
九
八
年
︑一
～
四
十
四
頁
）︑

磯
田
道
史
『
近
世
大
名
家
臣
団
の
社
会
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
三
年
）
な

ど
︒

（
4
）  

前
掲
磯
田
︑
十
三
頁
︒

（
5
）  

そ
れ
以
降
は
︑
幕
末
期
の
改
革
を
通
じ
て
制
度
が
次
々
と
変
化
し
て
い
き
︑
従
来
の

組
織
体
制
が
変
容
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
諸
大
名
家
で
改
革
を

実
行
す
る
時
期
が
一
定
し
な
い
の
で
︑
比
較
が
困
難
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
︒

（
6
）  

拙
稿
「
幕
末
萩
毛
利
家
の
身
分
構
造
」『
年
報
地
域
文
化
研
究
』
第
十
七
号
︑
東
京
大

学
総
合
文
化
研
究
科
地
域
文
化
研
究
専
攻
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
五
七
～
一
七
六
頁
）︒
同

「
幕
末
尾
張
徳
川
家
の
身
分
構
造
」（『
年
報
地
域
文
化
研
究
』
第
十
八
号
︑
東
京
大
学
総

合
文
化
研
究
科
地
域
文
化
研
究
専
攻
︑
二
〇
一
五
年
︑
一
六
〇
～
一
九
一
頁
）︒

（
7
）  

中
村
直
勝
監
修
『
彦
根
市
史
』
上
冊
︑
彦
根
市
︑
一
九
六
〇
年
︑
四
八
二
～
五
〇
六
頁
︒

（
8
）  

彦
根
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修
彦
根
市
史
』
第
二
巻
︑
彦
根
市
︑
二
〇
〇
八
年
︒

（
9
）  

岸
本
覚
「
彦
根
藩
と
相
州
警
衛
」
佐
々
木
克
編
『
幕
末
維
新
の
彦
根
藩
』
彦
根
市
立

教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
一
年
︑
十
一
～
五
十
九
頁
︒
母
利
美
和
「
近
世
大
名
家
臣
団
の

官
僚
制
と
軍
制
─
─
彦
根
井
伊
家
の
場
合
─
─
」『
史
窓
』
第
六
十
九
号
︑
京
都
女
子
大

学
史
学
会
︑
二
〇
一
三
年
二
月
︑
二
十
三
～
五
十
九
頁
︒

（
10
）  

『
新
修
彦
根
市
史
』
第
二
巻
︑
一
二
四
頁
︒

（
11
）  

「
由
緒
帳
」
第
一
～
四
十
四
号
は
彦
根
城
博
物
館
編
『
侍
中
由
緒
帳
』（
彦
根
城
市
教

育
委
員
会
︑
一
九
九
四
年
～
現
在
︑
以
下
続
刊
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
を
利
用
し
た
︒

第
四
十
五
号
以
下
は
︑
彦
根
城
博
物
館
が
休
館
中
だ
っ
た
た
め
︑
群
馬
県
立
文
書
館
所

蔵
「
高
崎
藩
井
伊
家
史
料
」（
請
求
番
号
Ｐ
Ｆ
九
〇
〇
二
）
の
写
真
帳
を
利
用
し
た
︒
な

お
︑
本
稿
で
は
︑「
由
緒
帳
」
を
は
じ
め
︑
史
料
引
用
に
際
し
て
旧
仮
名
遣
い
や
旧
漢
字

は
原
文
の
ま
ま
に
す
る
︒
た
だ
し
︑
仮
名
の
合
字
や
漢
字
の
異
体
字
は
新
字
体
な
ど
に

改
め
る
︒
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（
12
）  
群
馬
県
立
文
書
館
所
蔵
「
高
崎
藩
井
伊
家
史
料
」（
請
求
番
号
Ｐ
Ｆ
九
〇
〇
二
）
の
写

真
帳
を
利
用
︒

（
13
）  

知
行
取
の
う
ち
︑
土
田
甚
五
郎
（
三
百
石
）
の
名
前
は
張
り
紙
で
抹
消
さ
れ
て
い
な

い
が
︑
表
1
の
知
行
取
家
臣
か
ら
排
除
し
た
︒
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
甚

五
郎
の
名
前
は
「
隠
居
」
の
部
分
に
も
あ
り
︑「
寅
三
十
六
歳
」「
他
堅
次
父
」
と
注
記

さ
れ
て
い
る
︒
他
堅
次
は
御
扶
持
方
取
衆
で
あ
り
︑「
本
知
三
百
石
︑
十
五
人
扶
持
」
と

記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
甚
五
郎
が
文
政
十
二
年
に
隠
居
し
た
こ

と
に
よ
り
︑
他
堅
次
が
土
田
家
を
継
い
だ
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
甚
五
郎
の
名
前
が
抹

消
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
の
は
︑
単
な
る
作
業
の
ミ
ス
か
︑
張
り
紙
が
脱
落
し
た
な
ど

の
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

（
14
）  

『
侍
中
由
緒
帳
』
第
七
巻
︑
四
十
二
頁
︒
沢
村
軍
次
（
二
百
石
）
の
先
祖
の
由
緒
書
に

は
︑「
延
宝
六
戊
午
年
︑
不
調
法
之
御
訴
訟
申
上
︑
七
拾
六
人
一
統
ニ
御
追
放
被
仰
付
︑

元
禄
十
丁
丑
年
正
月
十
一
日
︑
御
勘
気
御
赦
免
︑
帰
参
被
仰
付
︑
難
有
奉
存
︑
二
月
廿

三
日
ニ
御
当
地
江
参
着
仕
候
︒
御
切
符
四
拾
俵
四
人
扶
持
拝
領
仕
候
」と
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
15
）  

御
扶
持
方
取
衆
の
金
子
虎
介
は
天
保
十
年
（
一
八
四
〇
）
に
新
知
五
十
石
を
与
え
ら

れ
た
が
︑
翌
年
に
絶
家
と
な
っ
た
︒
そ
の
由
緒
帳
に
は
︑「
家
名
断
絶
︑
武
具
・
馬
具
欠

所
︑苗
字
・
大
小
御
取
上
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（「
跡
絶
帳
」
第
六
冊
）︒
岡
沢
桂
三
（
八
十

石
）
は
︑「
父
千
蔵
不
都
合
之
筋
共
相
聞
江
候
ニ
付
︑
御
吟
味
有
之
処
︑
勝
手
向
以
之
外

持
崩
︑
誠
ニ
士
官
之
道
茂
難
相
立
︑
持
馬
ホ
茂
難
飼
立
躰
ニ
相
聞
江
︑
不
埒
至
極
ニ
付
︑

御
知
行
御
取
上
︑隠
居
被
仰
付
」
た
た
め
に
家
督
を
相
続
し
た
（「
由
緒
帳
」
第
五
十
号
）︒

一
方
︑「
京
都
上
使
行
列
絵
巻
」（
朝
尾
直
弘
編
『
譜
代
大
名
井
伊
家
の
儀
礼
』
彦
根
城

博
物
館
︑
二
〇
〇
四
年
︑
三
七
九
頁
）
に
は
︑
知
行
取
の
医
者
が
駕
籠
に
乗
っ
た
姿
が

描
か
れ
て
い
る
︒

（
16
）  

『
彦
根
市
史
』
上
冊
︑
四
八
一
～
四
八
二
頁
︒

（
17
）  

例
外
と
し
て
︑
一
五
〇
石
取
小
沢
内
蔵
太
の
養
子
小
沢
剛
八
︑
定
府
の
御
小
姓
に
は

二
百
石
取
の
荻
原
丹
下
の
養
子
兵
吾
が
御
小
姓
を
勤
め
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

（
18
）  

「
由
緒
帳
」「
跡
絶
帳
」
に
よ
る
︒
御
小
姓
に
任
命
さ
れ
る
履
歴
は
︑
嫡
子
の
場
合
は

自
ら
の
由
緒
書
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
次
三
男
の
場
合
は
自
分
で
由
緒
書
を
提

出
す
る
こ
と
が
な
く
︑
父
兄
の
由
緒
書
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
19
）  

『
彦
根
市
史
』
上
冊
︑
四
七
六
頁
︒

（
20
）  

「
跡
絶
帳
」
第
五
冊
︒
湯
本
一
藤
太
は
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
御
騎
馬
徒
と
し
て

召
し
出
さ
れ
た
が
︑
同
九
年
（
一
八
二
六
）
に
は
父
原
太
郎
が
役
母
衣
に
任
じ
た
た
め

に
御
中
小
姓
に
昇
格
し
た
︒

（
21
）  

『
彦
根
市
史
』
上
冊
︑
四
七
六
頁
︒

（
22
）  

「
分
限
帳
」
に
は
嫡
子
五
十
三
人
︑
次
三
男
一
人
︑「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」
に

は
嫡
子
一
八
人
︑
次
三
男
三
人
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
次
三
男
は
一
代
切
で
登
用
さ
れ
た
︒

（
23
）  

吉
田
常
吉
『
井
伊
直
弼
』
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
三
年
︑
四
〇
六
頁
︒

（
24
）  

「
由
緒
帳
」
第
五
四
号
︒
石
原
小
七
郎
と
石
原
権
四
郎
は
筑
後
様
御
近
習
を
や
め
た
後
︑

御
騎
馬
徒
衆
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
秋
山
武
司
に
関
し
て
は
そ
の
よ
う
な
記
述

が
見
当
た
ら
な
い
が
︑
同
じ
く
御
騎
馬
徒
の
由
緒
帳
に
載
っ
て
い
る
の
で
︑
御
騎
馬
徒

の
格
式
を
有
し
た
と
推
察
で
き
る
︒

（
25
）  

「
由
緒
帳
」
第
六
十
号
︒
小
堀
富
之
進
の
由
緒
書
の
冒
頭
を
引
用
し
た
が
︑
分
家
取
立

の
者
を
除
き
︑
伊
賀
御
歩
行
は
ほ
ぼ
全
員
の
由
緒
書
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
︒

（
26
）  

「
由
緒
帳
」
第
五
十
二
号
︒

（
27
）  

役
替
の
場
所
は
「
由
緒
帳
」
に
よ
る
︒
御
目
見
は
前
掲
『
譜
代
大
名
井
伊
家
の
儀
礼
』

に
収
録
さ
れ
た
「
正
月
御
礼
式
図
」「
朔
望
御
礼
式
図
」
に
よ
る
︒

（
28
）  

『
侍
中
由
緒
帳
』
第
十
四
巻
︑
二
六
八
～
二
八
〇
頁
︒
例
外
と
し
て
︑
定
府
家
臣
の
中

で
︑
木
村
忠
太
夫
は
七
十
人
御
歩
行
の
惣
領
で
あ
っ
た
が
︑
五
十
石
取
の
養
子
と
な
っ
た
︒

（
29
）  
「
由
緒
帳
」
第
六
十
号
︒
松
居
甚
平
︑
園
川
半
太
夫
︑
村
木
久
右
衛
門
︑
小
堀
冨
之
進

は
藤
堂
和
泉
守
の
家
臣
の
子
息
で
あ
り
︑
中
鱗
之
介
は
そ
の
領
内
の
伊
州
阿
拝
郡
郷
士

の
子
息
で
あ
っ
た
︒

（
30
）  

足
軽
の
実
態
に
つ
い
て
は
︑
母
利
美
和
「
彦
根
藩
足
軽
組
の
軍
事
編
成
と
組
織
運
営
」

（『
史
窓
』
第
六
十
九
号
︑
京
都
女
子
大
学
史
学
会
︑
二
〇
一
二
年
二
月
︑
二
十
七
～
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六
十
七
頁
）
に
詳
し
い
︒

（
31
）  
表
1
に
よ
れ
ば
︑
蔵
米
取
家
臣
の
人
数
は
計
四
四
三
人
で
あ
る
が
︑
定
府
の
御
扶
持

方
取
衆
の
中
で
︑
大
久
保
兵
司
は
「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」
で
「
家
族
ニ
応
シ
壱

人
扶
持
ツ
ヽ
被
下
置
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
家
族
が
何
人
い
た
か
不
明
な
の
で
︑

分
析
か
ら
外
し
た
︒

（
32
）  

「
彦
根
藩
切
米
扶
持
書
上
」
藤
井
譲
治
編
『
彦
根
藩
の
藩
政
機
構
』
彦
根
城
博
物
館
︑

二
〇
〇
三
年
︑
三
一
六
～
三
二
四
頁
︒
最
幕
末
の
史
料
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
よ
れ
ば
一

人
扶
持
は
四
俵
二
斗
に
換
算
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
一
俵
は
四
斗
入
り
な
の
で
︑
四
俵

二
斗
は
一
石
八
斗
で
あ
り
︑
知
行
四
石
五
斗
に
相
当
す
る
︒

（
33
）  

給
金
を
与
え
ら
れ
た
者
は
全
て
定
府
で
あ
っ
た
︒
文
政
十
三
年
当
時
︑
江
戸
で
は
金

一
両
で
米
一
石
を
買
う
こ
と
が
で
き
た
（
岩
橋
勝
『
近
世
日
本
物
価
史
の
研
究
』
大
原

新
生
社
︑
一
九
八
一
年
︑
四
六
四
頁
）︒
一
俵
は
四
斗
入
り
な
の
で
︑
米
一
石
は
二
・
五

俵
に
相
当
す
る
︒
一
両
で
約
一
・
九
俵
を
買
う
こ
と
が
で
き
た
︒
五
両
二
分
で
購
入
で

き
る
額
は
約
十
俵
余
で
︑
知
行
十
石
余
に
相
当
す
る
︒

（
34
）  

「
跡
絶
帳
」
第
六
冊
︒
小
沢
内
蔵
太
（
一
五
〇
石
）
は
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
二

月
二
日
に
大
殿
様
御
小
納
戸
役
に
任
命
さ
れ
︑
同
年
十
二
月
十
九
日
「
御
役
儀
無
滞
相

勤
候
ニ
付
︑
五
拾
俵
御
役
料
米
被
下
置
」
た
︒

（
35
）  

彦
根
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修
彦
根
市
史
』
第
六
巻
︑
彦
根
市
︑
二
〇
〇
二
年
︑

八
九
七
頁
︑
史
料
五
一
四
︒
二
五
〇
〇
石
以
上
の
八
家
は
︑
木
俣
土
佐
・
庵
原
助
右
衛
門
・

長
野
百
次
郎
・
西
郷
軍
之
助
・
脇
伊
織
・
中
野
三
季
介
・
三
浦
内
膳
お
よ
び
宇
津
木
弥

平
太
で
あ
る
︒
中
野
以
下
の
三
人
を
除
い
た
五
人
は
当
時
家
老
を
勤
め
て
い
た
︒

（
36
）  

『
新
修
彦
根
市
史
』
第
六
巻
︑
八
九
六
～
八
九
七
頁
︑
史
料
五
一
三
︒

（
37
）  

『
侍
中
由
緒
帳
』
第
八
巻
︑
三
〇
八
～
三
二
〇
頁
︒
な
お
︑
岡
本
半
右
衛
門
は
文
政
元

年
に
三
十
石
を
加
増
さ
れ
た
た
め
︑「
分
限
帳
」
で
は
一
五
〇
石
取
と
し
て
登
録
さ
れ
て

い
る
︒

（
38
）  

『
侍
中
由
緒
帳
』
第
二
巻
︑
二
一
四
頁
︒
当
時
御
中
老
に
任
じ
た
宇
津
木
兵
庫
（
四
千

石
）
の
由
緒
書
に
は
︑「
享
和
元
辛
酉
年
二
月
廿
一
日
︑
定
録
以
後
御
止
可
被
遊
旨
被
仰

出
候
ニ
付
︑
於
御
用
部
屋
内
御
書
拝
見
被
仰
付
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
39
）  

『
侍
中
由
緒
帳
』
第
十
三
巻
︑
一
一
四
～
一
二
一
頁
︒

（
40
）  

一
二
〇
石
取
の
う
ち
一
人
︑
百
石
取
の
う
ち
一
人
は
由
緒
帳
に
見
当
た
ら
な
い
の
で
︑

定
禄
に
よ
る
加
増
を
受
け
て
い
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
︒

（
41
）  

「
伊
賀
歩
行
由
緒
帳
」
第
六
十
号
︑
園
川
丑
太
郎
・
鶴
見
万
太
郎
の
項
︒

（
42
）  

御
騎
馬
徒
の
う
ち
︑
御
鷹
向
御
用
を
勤
め
た
松
村
丹
五
郎
は
三
人
扶
持
︑
御
右
筆
を

勤
め
た
上
林
覚
治
は
四
人
扶
持
︑
御
儒
者
飯
田
貢
の
養
子
で
「
家
芸
」
の
た
め
に
御
直

勤
書
記
役
見
習
を
勤
め
た
飯
田
一
蔵
は
五
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
た
（「
跡
絶
帳
」
第
五
冊
︑

「
侍
中
由
緒
帳
」
第
三
十
六
号
・
四
十
五
号
）︒
ま
た
︑
浪
人
で
高
麗
流
八
條
家
馬
術
が

得
意
な
伊
藤
佐
馬
太
郎
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
十
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
︑
同

十
三
年
に
御
騎
馬
徒
に
取
り
立
て
ら
れ
︑
十
人
扶
持
を
加
増
さ
れ
た
（「
侍
中
由
緒
帳
」

第
五
十
七
号
）︒

（
43
）  

「
被
仰
出
候
事
共
之
留
」『
彦
根
藩
の
藩
政
機
構
』
二
三
〇
頁
︒

（
44
）  

『
侍
中
由
緒
帳
』
第
四
巻
︑
五
三
頁
︒『
侍
中
由
緒
帳
』
第
五
巻
︑
三
十
八
頁
︒
彦
根

城
博
物
館
蔵
「
物
頭
代
々
記
」（
調
査
番
号
三
一
四
七
〇
）︒

（
45
）  

母
利
美
和
は
文
政
末
年
の
「
分
限
帳
」
と
「
役
附
帳
」
を
用
い
て
︑「
近
世
後
期
で
は

給
人
四
七
五
人
の
内
︑
四
一
八
人
が
『
役
儀
』
を
担
っ
て
お
り
︑
病
気
︑
家
督
相
続
後

の
幼
年
︑
家
内
財
政
困
窮
に
よ
る
役
儀
免
除
︑
謹
慎
処
分
に
よ
る
役
儀
罷
免
な
ど
の
事

情
に
よ
り
︑
一
部
『
役
儀
』
に
就
か
な
い
も
の
が
あ
る
が
︑
基
本
的
に
適
齢
・
適
格
で

あ
れ
ば
『
役
儀
』
に
就
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
体
制
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
論

じ
て
い
る
（
前
掲
母
利
「
近
世
大
名
家
臣
団
の
官
僚
制
と
軍
制
」
四
十
一
頁
）︒
し
か
し
︑

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
「
四
一
八
」
と
い
う
数
字
は
︑
弘
道
館
役
人
・

定
府
役
人
を
除
い
た
総
件
数
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
主
体
は
知
行
取
で
あ
る
が
︑

兼
任
に
よ
る
重
複
記
載
や
御
中
小
姓
以
下
の
階
層
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
︑
給
人
す
な

わ
ち
知
行
取
の
任
職
率
の
論
拠
と
し
て
使
う
に
は
適
さ
な
い
︒
な
お
︑
給
人
の
人
数
が

本
稿
で
提
示
し
た
在
国
知
行
取
の
人
数
と
若
干
異
な
っ
た
の
は
︑
文
政
十
一
年
を
基
準

に
し
た
た
め
と
推
測
す
る
︒
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（
46
）  
例
外
と
し
て
︑
装
束
附
役
は
御
騎
馬
徒
衆
と
御
歩
行
が
一
緒
に
任
職
す
る
こ
と
が
見

ら
れ
る
︒

（
47
）  

『
新
修
彦
根
市
史
』
第
二
巻
︑
六
二
一
～
六
二
六
頁
︒

（
48
）  

彦
根
市
立
図
書
館
蔵
「
役
人
帳
」︒
こ
れ
は
「
役
附
帳
」
と
同
じ
形
式
の
史
料
で
あ
り
︑

諸
役
の
就
任
時
期
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
後
世
の
写
本
で
あ
る
が
︑
原
本
は
記
載
の
人
名

と
就
任
時
期
か
ら
文
政
十
三
年
九
月
二
十
一
日
頃
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
︒

番
足
軽
支
配
の
三
人
の
う
ち
︑
西
郷
精
太
・
富
田
兵
記
に
つ
い
て
は
「
中
屋
敷
番
足
軽

預
ケ
」︑
藤
堂
次
郎
太
夫
は
「
八
丁
堀
屋
敷
番
足
軽
預
ケ
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
︒
八
丁

堀
屋
敷
は
南
八
丁
堀
に
位
置
す
る
井
伊
家
の
蔵
屋
敷
で
あ
る
︒
番
足
軽
を
江
戸
詰
の
足

軽
が
勤
め
た
可
能
性
は
あ
る
が
︑
関
係
史
料
が
少
な
い
た
め
︑
そ
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
︒

（
49
）  

『
譜
代
大
名
井
伊
家
の
儀
礼
』
四
〇
三
頁
︒

（
50
）  

前
掲
母
利
「
近
世
大
名
家
臣
団
の
官
僚
制
と
軍
制
」
二
十
五
～
二
十
六
頁
︒

（
51
）  

橋
本
昭
彦
『
江
戸
幕
府
試
験
制
度
史
の
研
究
』
風
間
書
房
︑
一
九
九
三
年
︑
一
一
九
頁
︒

（
52
）  

北
元
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
岩
波
書
店
︑
一
九
六
四
年
︑
一
五
〇
～

一
五
一
頁
︑
一
六
二
～
一
六
七
頁
︒

（
53
）  

『
新
修
彦
根
市
史
』
第
六
巻
︑
三
五
二
～
三
六
二
頁
︑
史
料
二
二
三
︒
他
に
︑
御
扶
持

方
取
衆
・
但
隠
居
共
三
十
四
人
︑
御
女
房
衆
並
下
女
共
三
十
四
人
の
名
前
も
記
さ
れ
て

い
る
︒

（
54
）  

『
新
修
彦
根
市
史
』
第
六
巻
︑
三
九
五
～
四
〇
六
頁
︑
史
料
二
二
七
︒

（
55
）  

前
掲
拙
稿
︒

（
56
）  

森
間
清
美
ほ
か
編
『
新
社
会
学
辞
典
』
有
斐
閣
︑
一
九
九
三
年
︑
九
九
五
頁
︒
個
人

の
社
会
的
地
位
は
富
・
権
力
・
威
信
・
知
識
な
ど
複
数
の
構
成
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
︒
一
つ
の
構
成
要
素
で
高
く
ラ
ン
ク
さ
れ
る
者
が
他
の
構
成
要
素
に
お
い
て
も
同

等
に
高
く
ラ
ン
ク
さ
れ
る
よ
う
な
整
合
し
た
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
時
︑
地
位

の
整
合
が
存
在
す
る
と
い
う
︒
反
対
に
︑
各
要
素
に
お
い
て
高
低
が
様
々
で
︑
要
素
間

に
正
の
相
関
が
認
め
ら
れ
ず
不
整
合
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
時
︑
地
位
の
不
整
合
が

存
在
す
る
と
い
う
︒

（
57
）  

井
伊
家
の
場
合
︑
地
位
の
不
整
合
が
あ
っ
た
者
は
約
五
割
を
占
め
て
い
た
︒
萩
毛
利

家
の
場
合
︑
一
六
〇
石
未
満
の
階
層
に
は
御
目
見
以
上
で
騎
馬
の
資
格
の
な
い
者
や
御

目
見
以
下
の
者
が
入
り
混
じ
っ
て
お
り
︑
地
位
の
不
整
合
が
観
察
さ
れ
た
︒
徒
以
上
の

家
臣
二
四
五
六
人
の
う
ち
︑
一
六
〇
石
未
満
の
者
は
二
〇
三
六
人
で
あ
り
︑
約
八
割
を

占
め
て
い
た
︒
一
方
︑
尾
張
徳
川
家
の
場
合
︑
役
職
の
就
任
に
お
い
て
足
高
制
を
実
施

し
て
い
た
の
で
︑
持
高
と
現
高
（
足
高
を
含
む
給
禄
）
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒

持
高
の
場
合
は
︑
御
目
見
以
下
の
者
に
世
襲
が
許
さ
れ
な
い
者
が
多
く
い
た
の
で
︑
地

位
の
不
整
合
の
割
合
を
算
出
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
御
目
見
以
上
・
以

下
の
者
が
給
禄
で
区
別
さ
れ
た
の
で
︑
そ
の
点
に
お
い
て
は
地
位
の
不
整
合
が
ほ
と
ん

ど
な
い
と
推
測
で
き
よ
う
︒
御
目
見
以
上
の
階
層
に
は
︑
騎
馬
の
資
格
と
給
禄
の
多
寡

が
噛
み
合
わ
な
い
た
め
︑
地
位
の
不
整
合
が
観
察
さ
れ
た
が
︑
役
職
の
就
任
に
よ
っ
て

騎
馬
の
資
格
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
︑
不
整
合
の
割
合
は
常
に
浮
動
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
一
方
︑
現
高
の
場
合
︑
百
石
未
満
の
階
層
に
は
御
目
見
以
上
・

以
下
の
者
や
馬
上
・
歩
行
の
者
が
入
り
混
じ
っ
て
お
り
︑
地
位
の
不
整
合
が
観
察
さ
れ

た
︒
徒
以
上
の
家
臣
二
六
四
〇
人
の
う
ち
︑
現
高
百
石
未
満
の
者
は
九
九
二
人
で
あ
り
︑

約
四
割
を
占
め
て
い
た
︒

（
58
）  

た
と
え
ば
︑
徳
川
将
軍
家
で
は
「
惣
御
番
入
」
と
称
し
て
︑
当
主
が
番
方
・
役
方
に

就
い
て
い
る
旗
本
の
惣
領
・
次
三
男
を
五
番
方
の
番
士
と
し
て
登
用
す
る
制
度
が
あ
っ

た
が
︑
十
八
世
紀
以
降
は
当
主
が
長
年
勤
務
す
る
こ
と
や
武
芸
に
優
れ
る
こ
と
を
条
件

と
す
る
「
惣
領
番
入
」
制
に
切
り
替
え
た
（
横
山
輝
樹
「
惣
領
番
入
制
度
︑
そ
の
成
立

と
意
義
─
─
吉
宗
期
の
武
芸
奨
励
と
関
連
し
て
─
─
」『
日
本
研
究
』
第
四
十
五
集
︑
国

際
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
二
年
︑
五
十
三
～
五
十
四
頁
）︒
福
岡
黒
田
家
は
十
七

世
紀
後
半
に
お
い
て
︑
従
来
の
よ
う
に
家
臣
の
子
息
を
全
員
召
抱
え
る
こ
と
が
で
き
ず
︑

知
行
取
の
子
息
に
御
歩
行
衆
な
ど
を
勤
め
さ
せ
る
の
が
精
一
杯
で
あ
る
と
い
う
法
令
を

発
布
し
た
（
服
藤
弘
司
『
相
続
法
の
特
質
』
創
文
社
︑
一
九
八
二
年
︑
五
一
九
頁
）︒

（
59
）  

『
彦
根
市
史
』
上
冊
︑
六
二
四
～
六
二
五
頁
︒




